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はじめに 

 

地球規模の気候変動の影響により、日本国内において夏季の突発的な豪雨や長時間に及ぶ降

雨が増え、上陸する台風の大型化が進んでいるとも言われています。これらの大雨の増加に伴

い、近年、建物や人命に危険を及ぼす浸水被害が増加しており、これまでに報告されていなか

った地域においても浸水被害が発生するようになってきました。この数年の間でも、2018 年の

西日本豪雨、2019 年の令和元年東日本台風、2020 年 7 月の九州地方での豪雨等、毎年のように

日本のどこかで甚大な浸水被害が発生しています。  

浸水被害にあった住宅を元通りに復旧させるためには、泥出し、清掃、消毒等の作業を伴う

ことが多く、多大な費用を要するだけでなく、日常生活を取り戻すまでに長期の仮住まいを強

いられる場合があります。さらに、住宅の損傷以外に多くの家財、私財を失うこともあり被災

者にとっては経済的な損失のみならず、精神的にも大きな負担を強いることになります。  

一方で、国、自治体により、災害リスク予見情報としてのハザードマップの作成が進められ、

地域ごとの避難計画等に有効に利用されています。また、 2020 年 7 月より、「宅地建物取引業

法施行規則」が改正され、不動産取引時において、各自治体が作成したハザードマップの提示

による水害リスクの説明が重要事項説明対象項目に追加されました。続いて、 2021 年 5 月に

「特定都市河川浸水被害対策法」等の改正が公布され、著しい浸水被害発生の恐れのある区域に

対しては、都道府県知事により住宅の建設を制限することが可能となりました。さらに、国土

交通省が 2021 年 5 月にとりまとめた「水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライ

ン」においては、水災害に強いまちづくりを目指すことが必要とされており、水災害リスクを

軽減又は回避する対策として建築物の浸水対策があげられています。  

以上のように国による法的な整備が進み、浸水被害の備えに対する国民の認識も高まってい

る中、住宅を供給する事業者に対しては、浸水被害から居住者の生命、財産を守り、早期の復

旧が可能な良質な住宅を設計、建設することが望まれています。  

このような背景から、2021 年 1 月に一般社団法人 住宅生産団体連合会「住宅性能向上委員

会」により「住宅の浸水対策ガイドライン作成のための勉強会」を立ち上げ、住宅における浸

水被害の状況調査、その対応策について議論を重ねてまいりました。その結果、会員各社の間

で情報共有化を図り、浸水被害リスクのある地域で住宅を設計する上で参考としていただくた

め、本設計の手引きを発行する運びになりました。  

なお、本手引きは、浸水被害に対する対策や考え方等を整理したものであり、設計された住

宅に対して浸水被害が生じないことや浸水被害への復旧費用等を保証するものではありません。 

また、本手引きは、今後、ハザードマップ等の情報ツールの充実、新しい浸水対策技術の開

発等により、適宜、検証・更新を要するものと考えます。  

最後になりますが、本手引きの作成にあたり、国土交通省住宅局住宅生産課、国土交通省国

土技術政策総合研究所、国立研究開発法人建築研究所におかれましては、オブザーバーとして

参加いただいたことに深く感謝申し上げます。 
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第 1 章 目的 

本手引きは住宅の設計者を対象とし、洪水等による浸水被害の恐れのある場所において住宅

を設計する時に必要な情報を提供することを目的とする。そして、設計行為を通じ、設計者自

身が浸水被害に対する認識を深め、より安全安心の住宅を提供することを期待している。  

設計者は、建築地における浸水被害のリスクを把握し、そのリスクを軽減させる方法等の検

討を行い、住宅設計に反映し、建築主への説明を行うこと等、多くの役割が期待されている。

本手引きでは、土地のリスクの把握、設計目標の設定、浸水対策の検討、建築主への設計内容

の説明等について実務に役立つよう整理したので、この役割を実践する過程で、本手引きを参

考とし、有効に活用していただくことを願う。 

また、本手引きでは、以下の方針において浸水対策を進めることとする。  

方針①：住宅内への浸水を防ぐ 

方針②：浸水が防げない場合は、被害軽減、被災後の早期復旧及び継続使用を可能にする  

方針③：命を守るために住宅外への避難が最優先であるが、住宅内での避難も考慮する  

 

【注意点】 

・記載している被害情報、技術情報は、本手引きの発行時点で把握しているものであり、今  

後の技術開発、社会情勢の変化、法的整備等により変わっていくものと認識が必要である。 

・本手引きで記載している設計手法は、一般的な住宅設計を想定して例示したものであり参  

考としていだきたい。 
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第 2 章 対象とする住宅及び災害 

2.1 対象とする住宅 

新築戸建住宅（共同住宅等含む）  

・地上 1～3 階建て   

・住宅設計の範囲では有効な対策がないことから、地下階は含まない。    

・既存住宅においても、対応可能な対応策については参考とする。  

・家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）または家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）と指定 

 された区域は対象外とする。 

 家屋の流失・倒壊をもたらすような洪水の氾濫流、または河岸侵食が発生するおそれが  

 ある範囲なので、本手引きで扱っている設計フロー以上の対策が必要になるためである。 

2.2 対象とする災害 

本手引きにおいて、住宅へ浸水被害をもたらす災害として、外水氾濫、内水氾濫、ため池 

決壊、高潮を対象とする。 

 ただし、住宅の設計による施策では、その対処が非常に困難であるので、津波、土砂災害、

外力により建物を倒壊させる恐れのある水害は対象外とする。同じく、外水氾濫のうち、特に

外力の強いものは対象外とする。  
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第 3 章 過去に起きた浸水被害状況の確認 

 本章では、浸水被害を想定するために過去に起きた代表的な住宅の浸水被害について紹介し、

第 4 章にてその内容を参照する。  

 

3.1 被害状況の紹介 

 過去の水害をもとに、浸水深ごとの被害状況と復旧方法の事例を紹介する。なお、浸水深と

して、4.3.2 項に示す浸水想定区分（区分 1～5）を併記する。  

 

3.1.1 床下浸水（区分 1） 

本項では、床下浸水時の被害を紹介する。ただし、床上浸水時の事例も一部含まれているが、  

床下浸水時においても同様の被害が想定されるものは、ここで紹介する。  
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写真 3.1.1 床下の浸水被害  写真 3.1.2 屋外設備機器の浸水被害  

被害状況：基礎の換気口等から床下に水や泥が

浸入し、汚泥が堆積する。  

復旧方法：床下の排水、清掃、乾燥、消毒  

被害状況：浸水深が屋外設備機器に達し、エア

コン室外機や給湯器が浸水、汚泥が

付着する。  

復旧方法：設備の洗浄又は交換  

※水没後、使用不可の場合もあるため、メーカ

ーへの確認が必要  



 

 

 

 

3.1.2 床上浸水/1 階天井下まで（区分 2、3） 

本項では、1 階天井下までの床上浸水時の被害を紹介する。ただし、1 階天井以上の被害の

事例も一部含まれているが、1 階天井下までにおいても同様の被害が想定されるものは、ここ

で紹介する。  
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写真 3.1.3 屋外設備機器の浸水被害  写真 3.1.4 外部配管の浸水被害  

被害状況：浸水深が屋外設備機器に達し、屋外

のタンク等が水に浸かり、汚泥が付

着する。  

復旧方法：設備の洗浄又は交換  

被害状況：屋外の排水桝より排水管内が水に浸

かり、排水管内に汚泥等が堆積す

る。  

復旧方法：排水管の清掃  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.1.5 床下断熱材の浸水被害  写真 3.1.6 和室の浸水被害  

被害状況：床の裏面の断熱材が水に浸かり、汚

泥等が付着する。  

復旧方法：床下断熱材の乾燥又は交換  

被害状況：畳が水に浸かり、汚泥等が付着す

る。  

復旧方法：畳の交換、下地の乾燥又は交換  
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写真 3.1.7 内装（壁・床）の浸水被害  写真 3.1.8 階段の浸水被害  

被害状況：壁面や床が水に浸かり、汚泥等が付

着する。  

復旧方法：下地のせっこうボードの交換、クロ

ス張替え  

被害状況：階段が水に浸かり、汚泥等が付着す

る。  

復旧方法：清掃・乾燥又は階段の架け替え  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.1.9 外壁内部の断熱材の浸水被害  写真 3.1.10 内部建具の浸水被害  

被害状況：外壁の中の断熱材が水に浸かり、汚

泥等が付着する。  

復旧方法：壁の中の断熱材の乾燥又は交換  

被害状況：内部建具が水に浸かり、汚泥等が付

着する。  

復旧方法：建具は洗浄・乾燥後、使用できる場

合もある  
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写真 3.1.11 住宅設備の浸水被害（トイレ）  写真 3.1.12 住宅設備の浸水被害（キッチン）  

被害状況：設備が水に浸かり、汚泥等が付着す

る。また浸水深によっては配管側か

らの逆流が生じる場合もある。  

復旧方法：設備の清掃又は交換  

被害状況：設備が水に浸かり、汚泥等が付着す

る。また浸水深によっては配管側か

らの逆流が生じる場合もある。  

復旧方法：設備の清掃又は交換  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.1.13 住宅設備の浸水被害（洗面室）  写真 3.1.14 外装材の浸水被害  

被害状況：設備が水に浸かり、汚泥等が付着す

る。また浸水深によっては配管側か

らの逆流が生じる場合もある。  

復旧方法：設備の清掃又は交換  

被害状況：外壁が水に浸かり、外装材に汚泥等

が付着する。  

復旧方法：外装材の洗浄、補修、交換  
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写真 3.1.15 窓の浸水被害（ガラス割れ）  

被害状況：水位の上昇による水圧や漂流物等の

衝撃によりサッシやガラスが破損す

る。  

復旧方法：ガラスの交換  



 

 

3.1.3 床上浸水/1 階天井以上（区分 4、5） 

本項では、1 階天井以上の床上浸水時の被害を紹介する。  
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写真 3.1.16 天井の浸水被害  写真 3.1.17 外部部材の浸水被害  

被害状況：天井面まで水に浸かり、天井材が浸

水する。また、水を含んだ重量に耐

えられず、天井材が脱落する場合も

ある。  

復旧方法：下地のせっこうボードの交換、クロ

スの張替え  

被害状況：外部部材が水に浸かり、汚泥等が付

着する。漂流物の衝撃等により破損

する場合もある。  

復旧方法：外装材や樋・軒裏の洗浄又は交換  

 



   

3.2 浸水経路の例 

 

 浸水被害発生時、住宅内への浸水経路となり得る建物の部位を紹介する。  
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写真 3.2.1 基礎の床下換気口  写真 3.2.2 基礎の床下換気扇  

床下換気のために基礎に設けられた換気口・給気口は基礎内部への浸水経路となり得る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.2.3 基礎水切り  写真 3.2.4 基礎水切り  

基礎と外壁の水切り等の間は基礎内部への浸水経路となり得る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.2.5 基礎上の床下換気口  写真 3.2.6 基礎水切りの床下換気口  

床下換気のために設けられた基礎上床下換気口は、基礎内部への浸水経路となり得る。  
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写真 3.2.7 給排水管の貫通部  写真 3.2.8 ガス管の貫通部  

基礎の配管孔は基礎内部への浸水経路となり得る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.2.9 掃出し窓  写真 3.2.10 勝手口ドア  

掃出し窓や勝手口ドア等の一般的な水密性能だけを謳った開口部では洪水時の水を止められないた

め、住宅内への浸水経路となり得る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.2.11 玄関ドア  写真 3.2.12 玄関ドア  

玄関ドアは洪水時の水を止められないため、住宅内への浸水経路となり得る。  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

写真出典  

一般社団法人  住宅生産団体連合会 団体会員より提供  
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写真 3.2.13 外部コンセント  写真 3.2.14 外部ジョイントボックス  

外部電源等のための外壁の貫通孔は住宅内への浸水経路となり得る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3.2.15 設備・排水管  写真 3.2.16 コンクリートの打ち継ぎ部  

水位が上昇した場合、排水管から住宅内に逆流す

る可能性がある。  

基礎のコンクリートの打ち継ぎ部は基礎内部へ

の浸水経路となり得る。  



 

 

 

3.3 復旧工事費用の事例 

浸水被害による復旧工事費用の事例として、一般社団法人住宅生産団体連合会に加盟する 9

社から提供された過去に浸水被害にあった合計 120 戸の住宅を対象とした復旧工事費用の調査

結果を紹介する。  

 

3.3.1 調査方法 

調査物件の抽出条件は、表 3.3.1 のとおりとし、偏りがないようにした。なお、復旧工事費用

については、地域による労務単価の違い等の補正はしていない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、調査にあたり表 3.3.2 に示す 4 段階の浸水レベルを設定し、復旧工事費用を集計した。

なお、各浸水レベルの調査物件数は表中に示す通りである。また、4.3.2 項に示す浸水想定区分

が概ねどの浸水レベルに該当するかを表中に示した。  
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表 3.3.2 浸水レベルの定義  

表 3.3.1 調査物件の抽出条件  



 

 

3.3.2 調査結果 

 

1）建築面積と復旧工事費用の関係  

図 3.3.1 は、建物種別ごとの建築面積と復旧工事費用の関係を示したものである。なお、図中

の矢印は、浸水レベル 3（Lv3）において、浸水深が天井にまで達した物件（浸水想定区分 4 に

該当する物件）を表している（以下、図中の矢印は同じことを表す）。  

図 3.3.1 からわかるように、各浸水レベルにおいては、概ね建築面積が大きくなると復旧工

事費用は高くなるという傾向が見られる。また、浸水深が深くなるにつれて復旧工事費用が高

くなる傾向がある。なお、木質住宅と鉄骨住宅では傾向に特段大きな差は見られない。  
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図 3.3.1 建築面積と復旧工事費用の関係  



   

2）浸水レベルに応じた復旧工事費用  

図 3.3.2 は、建物種別ごとの浸水レベルに応じた復旧工事費用を箱ひげ図で示したものであ

る。図中の数字は、各浸水レベルの中央値を示している（以下、図中の数字は中央値を表す）。

同じ浸水レベルにおいても、建物仕様、構法、建築面積及び修復工事の内容等の諸条件により、

個々の金額にばらつきがあるため、以降、全体的な傾向については、中央値を用いて説明する。  

図 3.3.2 より、床下浸水（Lv1）においては、復旧工事費用は 20 万円～30 万円程度であるが、

床上浸水（Lv2～Lv4）においては、700 万円～1,700 万円程度と高額になっている。  

なお、図からは読み取れないが、床下浸水（Lv1）に関しては、床下浸水であっても 1 階床下

断熱材の交換や床下換気設備の交換が必要となる場合は、 100 万円を超えるケースもあった。  

矢印で示した浸水レベル 3（Lv3）の浸水深が天井にまで達した物件については、木質住宅で

は同じ Lv3 内では復旧工事費用は高額となっているが、鉄骨住宅ではその傾向は特に見られな

い。  

各浸水レベルの中央値を結んだ線は、浸水深が深くなるにつれて復旧工事費用が高くなる傾

向がある。なお、木質住宅と鉄骨住宅では傾向に特段大きな差は見られない。  
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図 3.3.2 浸水レベルに応じた復旧工事費用  



 

 

3）浸水レベルに応じた建築面積当たりの復旧工事費用  

図 3.3.3 は、図 3.3.2 を建築面積当たりの復旧工事費用として表したものである。  

これによると、グラフの形状は、図 3.3.2 と類似していることがわかる。  

建築面積当たりの復旧工事費用は、床下浸水（Lv1）においては、1 万円 /m2 以下であるが、

床上浸水（Lv2～Lv4）においては、12 万円 /m2～24 万円 /m2 程度となっている。物件によって

は、40 万円 /m2 以上のものも見受けられる。  

各浸水レベルの中央値を結んだ線も、図 3.3.2 と同様に浸水深が深くなるにつれて復旧工事

費用が高くなる傾向がある。  
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図 3.3.3 浸水レベルに応じた建築面積当たりの復旧工事費用  



   

4）浸水レベルに応じた新築工事費用に対する復旧工事費用の割合  

図 3.3.4 は、図 3.3.2 を新築工事費用に対する復旧工事費用の割合として表したものである。 

これによると、グラフの形状は、図 3.3.2、図 3.3.3 と類似していることがわかる。  

復旧工事費用は、木質住宅、鉄骨住宅とも、概ね Lv1 においては新築工事費用の 1.0%程度、

Lv2 においては 40%程度、Lv3 においては 50%程度、Lv4 においては 70%程度であることがわ

かる。  
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図 3.3.4 浸水レベルに応じた新築工事費用に対する復旧工事費用の割合  



 

 

5）工事内容別の浸水レベルに応じた復旧工事費用  

図 3.3.5 は、図 3.3.2 を工事内容別に示したものである。  

これらによると、木質住宅及び鉄骨住宅とも、浸水深が深くなるにつれて復旧工事費用が高

くなる工事内容もあれば、浸水深によらず、ほぼ一定のものも見られる。ただし、仮設工事に

ついては、木質住宅では浸水深が深くなるにつれて復旧工事費用は高くなるが、鉄骨住宅では

浸水深が深くなってもほぼ一定という傾向が見られる。  
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図 3.3.5（1） 浸水レベルに応じた復旧工事費用（工事内容別）  

（ a）内装全般  

（b）住宅設備・電気  

（ c）外装全般  
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（d）撤去・清掃  

（ e）仮設工事  

（ f）その他  

図 3.3.5（2） 浸水レベルに応じた復旧工事費用（工事内容別）  



 

 

6）改修部位別の復旧工事実施物件数  

表 3.3.3 は、改修部位別の復旧工事実施物件数を示したものである。  

これより、床、内壁、衛生設備及び電気設備については、床上浸水（Lv2～Lv4）では必ず改

修されていることがわかる。  

階段については、浸水深が深くなると、ほとんどの物件で改修されている。  

外壁及び窓については、木質住宅ではほとんどの物件で改修されているが、鉄骨住宅ではそ

の傾向は見られない。  

ドアについては、木質住宅、鉄骨住宅ともに改修されているのは半数程度である。  

ガス設備については、特段の傾向は見られない。  

改修部位数の平均をみると、概ね木質住宅、鉄骨住宅とも浸水深が深くなるにつれ、改修部

位数が増える傾向が見られる。  
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表 3.3.3 改修部位別の復旧工事実施物件数  



   

3.4 まとめ 

3.1 節に示したように、過去に起きた住宅の浸水の被害状況から見ても、ひとたび浸水被害に

遭うと、生活空間や設備の継続使用は困難となり、また復旧に要する労力、費用が大きいこと

が想定できる。  

3.2 節では、水害発生時、住宅内への浸水経路となり得る建物の部位を紹介したが、浸水対策

する際は、これらの部位を重点的に対策する必要がある。ただし、3.2 節では、すべての浸水経

路を紹介しているわけではないので、建物仕様、構法等に応じて個別に想定する必要がある。  

3.3 節の結果は、浸水被害による復旧工事費用を想定する際の参考になると考える。ただし、

3.3 節に示す復旧工事費用には、住宅（設備含む）に関する項目しか含まれていないため、家具、

家電等の家財や外構の被害を含めると更に高額となることがある。さらに、着工までに日数を

要したり、工事期間が長引いたりすることがあるので、復旧工事費用以外の負担が増える可能

性もある。  

浸水対策をする際は、このような過去の浸水被害事例や建築材料の特性、復旧に要する費用

を参照し、検討することが望ましいと考えられる。  
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第 4 章 住宅における浸水対策の設計 

本章では、住宅における浸水対策の設計を実施する上で必要な浸水リスク情報の確認方法、

第 3 章を参考とした想定浸水深の違いによる想定される被害と復旧工事費用、建築主の要望に

配慮した設計目標の設定方法及び浸水対策の検討を含む、住宅における浸水対策の設計の考え

方を示す。なお、以降、本手引きに準じて浸水対策の設計を講じた住宅を「浸水対策住宅」と

呼ぶ。  

設計の考え方は、本手引きで浸水対策の方針とする以下の 3 点を盛り込んだ内容としている。 

方針①：住宅内への浸水を防ぐ  

方針②：浸水が防げない場合は、被害軽減、被災後の早期復旧及び継続使用を可能にする  

方針③：命を守るために住宅外への避難が最優先であるが、住宅内での避難も考慮する  

ただし、ここで示す設計の考え方に準じて設計しても現時点では浸水対策技術は十分整備さ

れていないため、浸水被害を受けないということでない点に理解、注意が必要である。  

なお、浸水対策を講じることは、万が一の場合に、住宅内で避難するための時間を稼ぐこと

が可能となるため、意味は大きい。  

4.1 浸水対策住宅の設計フローと設計ツール   

4.1.1 浸水対策住宅の設計フロー 

 浸水対策住宅の設計フロー（以降、設計フローと呼ぶ）を図 4.1.1 に示す。  

本設計フローにて、設計者は浸水対策住宅の設計で実施する作業や判断及び設計の流れを確

認し、浸水対策住宅の設計に活用いただきたい。  

 設計フローの作業や判断の左上には、各項目について解説する節番号を示した。さらに、設

計フローの右側には設計段階で活用するために 4.1.2 項で提案する浸水対策住宅設計ツールを

示す。  
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4.1.2 浸水対策住宅設計ツール 

浸水対策住宅の設計で使用することを目的に 4 種類の浸水対策設計ツールを用意した。  

この設計ツールには表 4.1.1 に示すように、建築地の浸水リスク等を整理するための「浸水

リスク情報チェックリスト」、浸水対策住宅設計シート（以降、設計シートと呼ぶ）として、浸

水リスク確認用「設計シート①」、設計目標設定用「設計シート②」、浸水対策検討用「設計シ

ート③」がある。  

 浸水リスク情報チェックリスト及び各設計シートの活用例は対象となる各節にて紹介する。

併せて、未記入の原紙はそれぞれ添付資料 1、2 に示す。  
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図 4.1.1 浸水対策住宅の設計フロー 

建築地の浸水リスク情報の確認 

リスクなし 

 

浸水リスクの有無 

リスクあり 

4.3 節  

浸水想定区分の確認 

4.3 節  

4.2 節  

対策しない 

4.3 節  

浸水想定区分に対する 

住宅の被害状況等の把握 

4.4 節  

建築主への浸水リスクの説明と

浸水対策に関するヒアリング 

4.4 節  
設計目標の設定 

対策する 

4.5 節  

浸水対策の検討 

4.6 節  

再検討 

 

スタート 

エンド 

 

「浸水リスク情報 
    チェックリスト」 

「設計シート①」 

「設計シート②」 

「設計シート③」 

建築主への設計内容の説明 
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名称 概要 対象節 

浸水リスク情報チェックリスト 
ハザードマップ等より収集した建築地の浸水リスク

等を整理するためのチェックリスト 
4.2 

浸水対策住宅設計シート① 

浸水リスク確認用 

浸水リスクの有無、浸水リスクに対して想定される

被害及び復旧工事費用を確認するための設計シート  
4.3 

浸水対策住宅設計シート② 

設計目標設定用 

浸水リスクに対する浸水対策を検討する際に必要な

設計目標を設定するための設計シート 
4.4 

浸水対策住宅設計シート③ 

浸水対策検討用 

設計目標の実現に向け、浸水対策の検討方針や具体

的な対策方法を検討するための設計シート 
4.5 

表 4.1.1 浸水対策住宅設計ツール一覧 



 

 

4.2 建築地における浸水リスク情報の確認 

本節では、4.3 節で浸水想定区分の確認等を行うため、建築地における浸水リスク情報を確認

する方法として、関連情報の収集や整理に活用可能な「ハザードマップポータルサイト 4)」及

び本手引きで作成した「浸水リスク情報チェックリスト（以下、チェックリストと呼ぶ）」を紹

介する。  

チェックリストの原紙は添付資料 1 に示す。また、記入例は図 4.2.1 に示す。  

4.2.1 浸水リスク情報の確認方法 

設計者は、国土交通省ホームページに公開されている「ハザードマップポータルサイト」等

を活用し、建築地における浸水リスク情報を出典と併せて次の手順で「チェックリスト」に記

録する。  

なお、「ハザードマップポータルサイト」の操作方法等は、 4.2.4 項に記載している。  

 

1）建築地情報  

「ハザードマップポータルサイト」の「重ねるハザードマップ」で、建築地の敷地（中央）

及び前面道路（中央）の標高を確認し、「チェックリスト」に記録する。  

別途、「地盤調査報告書」や「地理院地図」で土地条件等の建築地情報を確認しておくと、

設計時の参考となる。  

 

2）浸水リスク  

「ハザードマップポータルサイト」の「重ねるハザードマップ」及び「わがまちハザードマ

ップ」で、外水、内水、高潮及びその他の浸水想定区域（ため池等）を確認し、「チェックリ

スト」に記録する。  

なお、建築地が浸水想定区域に指定されていない場合に、「区域外（整備済）」、「区域外（未

整備）」、「不明」のどれに該当するかは、例えば以下のように判断する。  

①区域外（整備済）  

・同じ市区町村の建築地周辺では浸水想定区域が示されている場合  

・市区町村ホームページで、「市区町村全域が浸水想定区域外のため作成していない」旨

の特記がある場合  

②区域外（未整備）  

市区町村ホームページで、ハザードマップ未整備である旨の特記がある場合  

③不明  

上記①、②以外の場合  

 

3）備考  

1）及び 2）の他、浸水リスクに関する補足情報があれば、「チェックリスト」に記録する。 

 

＜補足情報の例＞  

・4.2.5 項に記載の「総合災害情報システム（DiMAPS）」による情報  

・お客様等から提供された情報に基づき建築地周辺において過去に発生した水害の情報  

・建築地付近に設置された想定浸水深に係る標識の情報  
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図 4.2.1 浸水リスク情報チェックリスト（記入例） 
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想定浸水深（　　　3～5　　　　 　ｍ）

想定浸水深（　　　3～5　　　　 　ｍ）

想定浸水深（　　　　　　　　 　　ｍ）

■ハザードマップポータルサイト（わがまちハザードマップ）

想定浸水深（　　　　　　　　　　ｍ）

□ハザードマップポータルサイト（重ねるハザードマップ）

想定浸水深（　　　0.5～3　　　　 　ｍ）

浸水リスク情報チェックリスト
　作成者：　　　　△　△　　△　△ 　作成日(ハザードマップ確認日)：　○○○○　年　○　月　○　日

建築地情報

物　　件　　名 ○○　○○　様邸

建　　築　　地 ○○県○○市○○町○丁目○-○

標高

出典

■ハザードマップポータルサイト（重ねるハザードマップ）

□その他（行政HP・リンク先等）（　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

□参考情報なし

敷地(中央)付近
■確認可　（　　 25.0　　　ｍ）

□確認不可

前面道路(中央)付近
■確認可　（　　 24.0　　　ｍ）

□確認不可

浸水リスク

外水氾濫

出典

□ハザードマップポータルサイト（重ねるハザードマップ）

■ハザードマップポータルサイト（わがまちハザードマップ）

■その他（行政HP・リンク先等）（○○市HP　洪水ハザードマップ　　　　）

□参考情報なし

洪水
（想定最大規模）

■洪水浸水想定区域（想定最大規模）

□区域外（□整備済　□未整備）　□不明

洪水
（計画規模）

現在
の

凡例

■洪水浸水想定区域（計画規模：現在の凡例）

□区域外（□整備済　□未整備）　□不明

旧
凡例

□洪水浸水想定区域（計画規模：旧凡例）

□区域外（□整備済　□未整備）　□不明

家屋倒壊等
氾濫想定区域

氾濫流
□家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）

■区域外（■整備済　□未整備）　□不明

河岸
侵食

□家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）

■区域外（■整備済　□未整備）　□不明

内水氾濫

出典 ■その他（行政HP・リンク先等）（○○市HP　洪水ハザードマップ　　　 　）

□参考情報なし

雨水出水
（内水）

□雨水出水（内水）浸水想定区域

□過去の浸水実績に係る記載（内容：　　　　　　　　　　　　　　　 　  ）

■区域外（■整備済　□未整備）　□不明

高潮氾濫

出典
■ハザードマップポータルサイト（わがまちハザードマップ）

■その他（行政HP・リンク先等）（○○市HP　高潮ハザードマップ　　　　）

□参考情報なし

高潮

■高潮浸水想定区域（想定最大規模）

□区域外（□整備済　□未整備）　□不明

　              　　          　　　　出典（　                              　）

（※）想定区域外においても浸水が発生する場合や実際の浸水深と異なる場合があります。

備考

・統合災害情報システム（DiMAPS）に以下の記載がありました。
　　○○○○年○月豪雨：○○川水系/○○川/○○市/溢水/浸水家屋（床上）○○戸
・近隣情報として○○様より以下の情報をお寄せ頂きました。
　　○○○○年○月の台風○号において、隣接する敷地（宅地）に約10cm程の浸水がありました。
・敷地の近隣（○○町○－○）付近に、「想定浸水深0.5m（○○市）」の標識があります。

その他

水害の種類 浸水リスク情報

ため池決壊 　浸水想定区域内　　　　          　　出典（　○○市HP　ため池ハザードマップ　）

　              　　　　          　　出典（　                              　）

　              　　　　          　　出典（　                              　）



 

 

4.2.2 専門用語の整理 

浸水リスク情報をまとめる上で必要となる用語について、次に記す。  

外水氾濫  河川の水位が上昇し、堤防からの越水や破堤により堤防から水

があふれ出ること 1) 

 

内水氾濫  河川の水位の上昇や流域内の多量の降雨等により、河川外にお

ける住宅地等の排水が処理能力を超える、あるいは河川に氾濫

の恐れがありポンプ等で排水することが困難となり浸水するこ

と 1)  

 

破堤氾濫  堤防の破堤（決壊）による氾濫 2) 

 

溢水氾濫  無堤区間からの氾濫 2)  

 

越水氾濫  堤防を越流する氾濫 2)  

 

浸水継続時間  水防法施行規則第 2 条第 3 号に規定する、任意の地点において

氾濫水到達後、一定の浸水深（例えば 0.5m）に達してからその

浸水深を下回るまでの時間 2)  

 

想定最大規模降雨  水防法第 14 条第 1 項に規定する、想定し得る最大規模の降雨

のこと。洪水浸水想定区域や雨水出水浸水想定区域を設定する

際に用いる。多くの場合、年超過確率 1/1000（1000 年に 1 度発

生）程度の降雨量を基本として設定されている。 2)3)  

 

計画規模降雨（計画降

雨）  

河川法施行令第 10 条の 2 第 2 号イに規定する基本高水（洪水

防御に関する計画の基本となる洪水）の設定の前提となる降雨

のこと。河川の実情に応じ、一級河川では年超過確率 1/100～

1/200（100～200 年に 1 度発生）、その他の河川では年超過確率

1/10～1/100（10～100 年に 1 度発生）程度の降雨量で設定され

ている場合が多い。 2)  

 

洪水浸水想定区域  水防法第 14 条第 1 項では、想定最大規模降雨により河川が氾

濫した場合に浸水が想定される区域のこと。広義的には比較的

発生頻度の高い計画規模降雨でも設定される。 2) 

計画規模降雨による洪水浸水想定区域は、大別すると以下の 2

パターンがある。  

・洪水浸水想定区域（計画規模（現在の凡例））  

水防法改正（平成 27 年 5 月）後の「洪水浸水想定区域図作成

マニュアル（第 4 版）」に基づき作成されたもの 4) 

・洪水浸水想定区域（計画規模（旧凡例））  

上記水防法改正以前の「浸水想定区域図作成マニュアル」に基

づき作成されたもの 4) 

同一河川に（現在の凡例）（旧凡例）双方設定がある場合は、（現

在の凡例）を優先的に確認する。 4) 
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洪水ハザードマップ  水防法第 15 条第 3 項の規定により市町村地域防災計画におい

て定められた事項を住民に周知させるための必要な措置とし

て、洪水浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を表

示した図面に市町村地域防災計画において定められた必要事項

及び早期の立退き避難が必要な区域等を記載したもの 2) 

 

雨水出水浸水想定区

域  

（内水浸水想定区域）  

水防法第 14 条の 2 に規定される、想定最大規模降雨による内

水で浸水が想定される区域 5)  

 

内水ハザードマップ  内水による浸水被害を最小化することを目的として作成され、

住民を円滑に避難・誘導するための機能や内水による浸水に関

する情報の共有ツールとしての機能のほか、住民の自助及び共

助を促す機能等を有するもの 6)  

 

高潮浸水想定区域  水防法第 14 条の 3 に規定される、想定最大規模の高潮による氾

濫が発生した場合に浸水が想定される区域 7)  

 

高潮ハザードマップ  高潮による被害が想定される区域とその程度を地図に示し、必

要に応じて避難場所・避難経路等の防災関連情報を加えたもの
8)  

 

家屋倒壊等氾濫想定

区域  

洪水時に家屋の流失・倒壊をもたらすような氾濫が発生するお

それがある範囲。家屋倒壊等氾濫想定区域には、その要因から

氾濫流によるものと河岸侵食によるものとがある。  

・家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）  

家屋の流失・倒壊をもたらすような洪水の氾濫流が発生する

おそれがある範囲  

・家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）  

家屋の流失・倒壊をもたらすような洪水時の河岸侵食が発生

するおそれがある範囲  

家屋倒壊等氾濫想定区域は、市町村の長による災害対策基本法

第 60 条第 3 項に基づく屋内での待避等の安全確保措置の指示

等の判断に資するものである。  

ただし、いずれの区域も、一定の仮定のもとで算出した範囲で

あり、その境界は厳密なものでないことに留意する必要がある。
2)  
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4.2.3 浸水リスク情報を確認する上での注意点 

浸水リスク情報を確認する上で、これまでに整備、公表されている情報を確認することは非

常に有効であるが、それらの情報を活用するにあたっては以下のような注意が必要である。  

 

1）  浸水想定区域図の種類  

浸水想定区域図には、複数種類あるので、外水、内水及び高潮の氾濫による浸水想定区域図

を調べて記録する。  

 

2）  公開情報の範囲  

河川の例で言うと、すべての河川におけるハザードマップが作成されている状況ではなく、

多くの小規模河川はハザードマップに浸水想定区域が示されていない。そのため、実際は浸

水リスクがあるにも関わらず、ハザードマップが存在しないため安全だと捉えられている地

域も少なくない。これは他の浸水リスク（例えば高潮）においても同様の恐れがある。他に公

表されている浸水リスク情報がないか確認し、それらを組合せて補完した上で、情報を収集

することが必要となる。なお、市区町村のハザードマップの整備状況は 4.2.5 項が参考になる。  

 

3）  最新情報の確認  

「重ねるハザードマップ」等で浸水リスク情報がなくても、市区町村ホームページでは公開

されている場合がある。  

 

4）  市区町村ホームページ閲覧時の注意点  

a. 水害ハザードマップとして、外水、内水及び高潮等、複数のハザードマップが重ねて表示

されている（外水、内水及び高潮等の分類ができない）場合がある。  

b. 浸水想定ではなく、過去の浸水履歴に基づくハザードマップが表示されている場合がある。 

※a、b の場合、「チェックリスト」の記入にあたっては、「その他」の欄にその旨を記録する。  

 

 

4.2.4 浸水リスク確認ツールの紹介 

「ハザードマップポータルサイト」は、「重ねるハザードマップ」と「わがまちハザードマッ

プ」のふたつのページで構成され、「重ねるハザードマップ」では外水及び高潮の浸水想定区域

等、「わがまちハザードマップ」では内水浸水想定区域等を確認できる。  

次に、「重ねるハザードマップ」及び「わがまちハザードマップ」の操作方法を紹介する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 



   

 

1）重ねるハザードマップ～災害リスク情報などを地図に重ねて表示～  

洪水・土砂災害・高潮・津波・ため池のリスク情報、道路防災情報、土地の特徴・成り立ち

等を地図や写真に自由に重ねて表示できる。  

URL：https://disaportal.gsi.go.jp/ 

 

使い方： 

①  建築地を入力し、地図表示する。ここでは大

阪駅を表示する。 

②  表示する災害リスク情報を選択する。ここで

は洪水リスクを選択する。 

  

③  洪水リスクが表示される。左クリックで想定

浸水深を確認し、チェックリストに記録する。

ここで示される洪水浸水想定区域は、想定最

大規模によるものである。 

④  想定最大規模による洪水浸水想定区域以外

に、赤枠内で計画規模（現在の凡例）・計画規

模（旧凡例）を選択できる。すべての想定浸

水深を確認し、チェックリストに記録する。 

  

⑤  高潮リスクも同様の手順で確認し、チェック

リストに記録する。 

⑥  図は、洪水・高潮の両災害リスク情報を重ね

て表示している。赤枠内に選択中のリスク情

報が表示され、表示・非表示を選択できる。 
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⑦  「家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）」も同様

の手順で確認し、建築地が氾濫想定区域内に

位置するかどうか、チェックリストに記録す

る。なお、図は大阪国際空港付近である。 

⑧  同じく「家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）」

も確認し、チェックリストに記録する。 

  

⑨  標高は、確認したい位置を地図中央の十字に

合わせ、右クリックすると数値で確認するこ

とができる。敷地中央と前面道路中央の標高

を確認し、チェックリストに記録する。 
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リスクレポートの確認方法： 

①  「リスク検索」をクリックし、建築地を左ク

リックすると、建築地のリスクの有無がまと

めて表示される。 

②  大阪駅の場合は、洪水・津波・高潮による浸

水が想定されていること、及びそれら自然災

害による各想定浸水深が確認できる。 をク

リックすると各リスクレポートを確認でき

る。 

 

 

i)洪水編 ii)高潮編 
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2）わがまちハザードマップ～地域のハザードマップを入手する～  

全国の市区町村が作成したハザードマップへのリンクが貼られている。市区町村によって

は、土砂災害ハザードマップ、火山ハザードマップ等も公開され、水害以外のリスクも確認で

きる。  

URL：https://disaportal.gsi.go.jp/ 

 

使い方： 

①  建築地の市区町村を選択する。ここでは、大

阪駅が所在する大阪市北区のハザードマップ

確認方法を記す。 

②  大阪市で公開されているハザードマップの一

覧が表示される。 

  

③  クリックすると市区町村ホームページに遷移

する。北区を選択する。 

④  「重ねるハザードマップ」で確認できなかっ

た内水ハザードマップを選択する。 

  

⑤  建築地の想定浸水深（0.3～0.5m）を確認し、

チェックリストに記録する。 
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4.2.5 参考情報 

1）ハザードマップの整備状況  

2015 年（平成 27 年）の水防法改正に伴い、洪水ハザードマップ検討の基準となる「洪水

浸水想定区域」が、従来の「計画規模降雨（河川の実績に応じた 10～200 年に 1 度程度の降

雨）」を基準としたものから、現行法の「想定最大規模降雨（ 1000 年に 1 度程度の降雨）」を

基準としたものに見直しが行われた。そのため現状の洪水浸水想定区域図は、本改正を踏ま

えた「想定最大規模降雨に基づく洪水浸水想定区域への見直し」が実施済のものと未実施の

ものが混在している状況にあるが、現行法に基づくものは「想定最大規模降雨」のものとな

る。  

「令和 3 年版  防災白書（内閣府）」（図 4.2.2）によると、2020 年（令和 2 年）7 月末時点に

おいて、洪水ハザードマップの作成対象となっている全市町村数（ 1,375 市町村）の内、想

定最大規模降雨に基づいた洪水ハザードマップが整備された市町村数は 812 市町村（59％）

となっているが、計画規模降雨に基づいた洪水ハザードマップは 1,345 市町村（98％）で公

表されている。その他、内水や高潮等を対象としたハザードマップの整備状況は図 4.2.1 の

とおりである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.2 ハザードマップの整備状況（令和 3 年版 防災白書 9）より抜粋・一部加工） 
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2）その他の関連情報  

a．地点別浸水シミュレーション検索システム（浸水ナビ）：https://suiboumap.gsi.go.jp/  

堤防が決壊（破堤）した場合における、建築地の浸水深、氾濫水到達時間、浸水継続時間

等をシミュレーションできる。  

b．地理院地図（電子国土 web）：  

https://maps.gsi.go.jp/#5/36.104611/140.084556/&base=std&ls=std &disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t

0z0r0s0m0f1 

地形図、標高、地形分類、災害情報等を発信する web 地図である。自然災害リスクを確認

でき、災害発生時の空中写真や、被災状況を示した地図も確認できる。  

c．総合災害情報システム（DiMAPS）：https://dimaps.mlit.go.jp/dimaps/index.html  

洪水現場からの災害情報を地図上でリアルタイム表示できる。また、過去の災害をまとめ

て地図表示できるが、現時点では浸水戸数等をリスト表示する形となっている。  
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https://www.mlit.go.jp/common/000054428.pdf 2021 年 6 月 23 日現在  

9）内閣府、令和 3 年版  防災白書、附属資料 45 ハザードマップの整備状況  

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/pdf/r3_fuzokusiryo2.pdf 2021 年 6 月 23 日現在 
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https://suiboumap.gsi.go.jp/
https://maps.gsi.go.jp/#5/36.104611/140.084556/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1
https://maps.gsi.go.jp/#5/36.104611/140.084556/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1
https://dimaps.mlit.go.jp/dimaps/index.html
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/kasen.html
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/pdf/manual_kouzuishinsui_1710.pdf
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/pdf/shinsuisoutei_honnbun_1507.pdf
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/faq/faq.html
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/pdf/tebiki_uchimizu.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/000037234.pdf
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/saidai_takashio/pdf/takashio_tebiki_ver2.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/000054428.pdf
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/pdf/r3_fuzokusiryo2.pdf


   

 

4.3 浸水想定区分の確認と想定被害状況の把握 

 浸水被害を受けた住宅は、第 3 章で示したように浸水深が深くなるにつれて被害の範囲は広

がり、復旧工事費用もばらつきはあるものの段階的に増加する。  

本節では、4.2 節で調査した建築地の浸水リスク情報を基に、以下の 3 点について確認、把握

し、4.4 節の設計目標の設定に活用する。結果は「設計シート①」に記入する。  

①  「浸水リスクの有無」の確認  

②  「浸水想定区分」の確認  

③  「浸水想定区分に応じた想定被害状況及び復旧工事費用」の把握  

なお、本節で示す確認や把握の作業では、同じ情報に基づいていても、設計者により結果が

異なることが想定されるため、設計者は浸水リスク情報等の総合的な判断が求められる。  

4.3.1 浸水リスク有無の確認 

 4.2 節で作成したチェックリストの各浸水リスクの想定浸水深を「設計シート①」に転記す

る。過去の浸水被害等の情報があれば併せて記入する。  

1 つでも想定浸水深が確認できた場合は浸水リスク「あり」に、想定浸水深が確認できない

場合は「なし」にチェックを入れ、建築地の浸水リスクの有無を確認する。設計シート①の記

入例を図 4.3.2 に示す。  

なお、家屋倒壊等氾濫想定区域に該当する場合も浸水リスク「あり」にチェックする。  

 浸水リスク「あり」の場合は設計フローの次ステップに進み、「なし」の場合は浸水対策の検

討を終了する。  

 ただし、以下のような場合、設計継続は設計者の判断による。  

・家屋倒壊等氾濫想定区域に位置するため本手引きでは対象外であるが、発生頻度を考慮し、

家屋倒壊には至らない程度の浸水被害を想定した対策を検討する場合  

・浸水リスク「なし」であるが、ハザードマップが未整備の場合や地理的に周囲より標高が  

低い等で浸水被害を受ける可能性がある場合  

 ・前面道路に対して現況 GL が高く、ハザードマップ等による想定浸水深を考慮しても浸水  

リスクが低いと想定される場合  

4.3.2 浸水想定区分の確認 

1)浸水想定区分の設定  

図 4.3.1 に 2 階建てを例に、浸水後の復旧工事費用及び復旧工事の難易度の違いに着目し設

定した「浸水想定区分」を示す。  

各区分の範囲と設定根拠を以下の a～e に示す。  

注意点として、他の設計要件で盛土等にて高さを変える場合でも、浸水想定区分は元の地盤

面の高さ（以降、現況 GL とする）を基準に判断する。  

また、平屋及び 3 階建ての場合は、図 4.3.1 の線の位置を 2 階建てと同様に現況 GL からの床

や天井の高さで設定する。区分 1～4 は 2 階建てと同じで、区分 5 が平屋は小屋梁より上、3 階

建ては 2 階床より上すべてとなる。  
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a.浸水想定区分 1 

【範囲】現況 GL から基礎天端まで（現況 GL＋0.4m 程度、3.3 節の浸水レベル Lv1 に相当）  

【設定根拠】基礎はコンクリートで一体成形されているため、浸水深が基礎天端以下であれば、

浸水経路は玄関ドアや基礎貫通配管部等に限られ、浸水対策は比較的講じやすいが、浸水深が

基礎天端を超えると浸水対策の難易度が急に高くなる。  

また、図 3.3.4 より床下浸水での復旧工事費用は新築工事費用に対して 1％程度であり、これ

を超えると 1 階床材（下地、断熱材、仕上げ）や 1 階にある住宅設備機器（キッチン、風呂等）

の復旧工事が発生し、費用が急増することから基礎天端で区分した。  

 

b.浸水想定区分 2  

【範囲】基礎天端から現況 GL＋1.5m まで（3.3 節の浸水レベル Lv2 に相当）  

【設定根拠】浸水深が現況 GL＋1.5m となると、浸水深以下の 1 階床や住宅設備機器の交換、修

復で復旧工事費用が増える。  

内装材は浸水深以下の部分的な交換が可能であり、これ以上の浸水深では 1 階すべてを交換

する場合が増え、ここに復旧工事費用の違いがあるとして現況 GL+1.5m で区分した。  

また、この浸水深までであれば、高基礎等による対策も可能であることも設定根拠の 1 つで

ある。  

図 3.3.4 より、この区分の復旧工事費用は新築工事費用に対して 30～50％程度と考えること

ができる。  

この区分に対して住宅内への浸水を防いだとしても、住宅の重量にもよるが、浸水深が 1m 程

度でも浮力が作用し、基礎を含めて住宅全体が浮き、移動する危険性がある。そして、被害及

び復旧工事費用の増大が考えられるが、浸水想定区分に浮力の影響は考慮していない点に注意

が必要である。  
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区分 5 

区分 4 

区分 3 

区分 2 

区分 1 ▽現況 GL 

図 4.3.1 浸水想定区分(2 階建て)10) 

（参考文献 10 日本建築学会『構造用教材』昭和 60 年 4 月、P35 の矩形図を加工） 



   

 

c.浸水想定区分 3 

【範囲】現況 GL＋1.5m から 1 階天井下まで（3.3 節の浸水レベル Lv3 に相当）  

【設定根拠】浸水深が現況 GL から 1.5m を超えると、1 階内装壁は下地材、断熱材、プラスター

ボード、仕上げすべてを交換することになる。  

浸水深によっては、分電盤等の壁掛け住宅設備機器の被害も発生するが、浸水深が天井に達

していなければ、天井のやり替えまでは免れるため天井下で区分した。  

図 3.3.4 より、この区分の復旧工事費用は新築工事費用に対して 40～70％程度と考えること

ができる。  

 

d. 浸水想定区分 4   

【範囲】1 階天井下から 2 階床上まで（3.3 節の浸水レベル Lv3 に相当）  

【設定根拠】浸水深が 1 階天井を超えると、1 階天井、2 階床、1 階外壁サイディング等も被害

を受け、復旧工事の範囲が広がる。ただし、2 階床上を超えるとさらに復旧工事の範囲が広が

るため、2 階床上で区分した。  

図 3.3.4 より、この区分の復旧工事費用は新築工事費用に対して 50～80％程度と考えること

ができる。  

 

e. 浸水想定区分 5  

【範囲】2 階床上超え（3.3 節の浸水レベル Lv4 に相当）  

【設定根拠】浸水深が 2 階床上を超えると、2 階の内外装壁や住宅設備機器等住宅全体に被害と

復旧工事が発生する。  

図 3.3.4 より、この区分の復旧工事費用は新築工事費用に対して 60～80％程度と考えること

ができる。場合によっては、建て替えの判断をする浸水深である。  

 

2)建築地の浸水想定区分の確認  

 建築地の浸水想定区分を設計シート①を使って、以下の手順にて確認する。  

手順 1：設計シート①に記入した浸水リスクの中で、最大の浸水深を確認する。  

手順 2：最大の浸水深を設計シート①の矩計図上に線を引く。  

手順 3：線が引かれた区分を建築地の浸水想定区分とする。  

 図 4.3.2 に設計シート①の記入例を示すが、外水氾濫による洪水（想定最大規模）の最大浸水

深が 3ｍとなった場合を例としている。  

4.3.3 想定される被害及び復旧工事費用の把握 

 次に、確認した建築地の浸水想定区分に浸水深が至った場合に、どのような被害が想定され

るか、どの程度の復旧工事費用が発生するかを把握する。  

 

1)想定される被害の把握  

3.1 節を参照し、躯体、外装、内装、設備、その他の項目について想定される被害を設計シー

ト①に書き込む。設計する住宅特有の被害状況が想定される場合は、その状況についても記入

する。  

ここでは例を示さないが、3.1 節で示した被害の事例写真も併せて添付するとより理解しや

すくなる。  
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2)想定される復旧工事費用の把握  

浸水想定区分に応じた新築工事費用に対する復旧工事費用の割合にて把握する。4.3.2 項の各

区分に示した割合を設計シート①に記入する。  

設計シート①は、浸水想定区分が同じであれば、想定される被害と復旧工事費用は概ね同じ

と考えられるため、添付資料 3 に、浸水リスクなし、浸水想定区分 1～5 について、想定される

被害及び新築工事費用に対する復旧工事費用の割合を記入したサンプル計 6 枚を示す。  

なお、設計する住宅や建築地特有の被害が想定される場合は、適宜その内容を設計シート①

のサンプルに追記し、活用いただきたい。  

 

ここでは、被災後直ちに復旧工事に着手することを前提に被害及び復旧工事費用の想定を行

っているが、復旧工事に取り掛かるまでに時間が長引くと、浸水した木材は腐朽、鉄骨は腐食

の進行等、部材の損傷が拡大し、復旧工事の範囲と費用が増える場合があることに注意する。

工事着手までに時間がかかる場合は、腐朽、腐食が進まないために十分に乾燥させることが大

事である。  

さらに、復旧工事を終えたとしても、汚泥等の臭いが残る場合もある。  
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4.3.4 浸水対策住宅設計シート①の記入例 

 図 4.3.2 に浸水想定区分 4 の場合の設計シート①の記入例を示す。  
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図 4.3.2 設計シート①記入例 （浸水想定区分 4 の場合） 

記入日

記入者

【その他】

　・外構の水没・損傷・汚れ

　・住宅の浮きが生じた場合、復旧工事費は100％になることがある

　・1階設置のキッチン、風呂、トイレ等、屋内設備機器の水没・不具合

　・屋外設置設備（エアコン室外機、給湯器など）の水没・不具合

　・1階電気コンセント、スイッチ、分電盤の浸水・不具合

　・配管逆流、詰まり

　・1階天井裏の設備機器・電気配線類の浸水・不具合

　・1階建具の浸水・汚れ

　・1階天井の水没

【設備】

【内装】

  ・1階床断熱材、下地、仕上げ材の水没・汚れ

　・1階壁断熱材、下地、仕上げ材の浸水・汚れ

浸水対策住宅設計シート①　浸水リスク確認用
○○○○年○○月○○日

住団　連太郎

Ⅰ．浸水リスク情報の確認

　　①外水氾濫　　洪水（想定最大規模）　　　　浸水深（　0.5～3.0　m）

□リスクなし

　　②外水氾濫　　洪水（計画規模）　　　　　　浸水深（　 0.5～1.0 m）

　　③内水氾濫　　雨水出水（内水）　　　　　　浸水深（　　－　　　m） 左欄で浸水深が確認できない場合

　　④高潮　　　　　　　　　　　　　　　　　　浸水深（　　－　　　m）

■リスクあり

　　⑤家屋倒壊等氾濫区域（氾濫流／河岸侵食）　□ 区域内　　■ 区域外

　　⑥その他（　過去に床下浸水あり　）　　　浸水深（　　 0.3　　m） 左欄の最大浸水深　（　3.0　m）

Ⅱ．浸水想定区分の確認

矩計図に想定浸水深の位置に線を引いて区分を確認します 建築地の浸水想定区分

　　※１：復旧工事費用は過去の被災情報をもとにした概査であり、仕様、復旧工事内容の違いなどにより異なります。

Ⅲ．浸水想定区分に到達
したときに想定される

被害と復旧工事費用

各
部
位
の
想
定
さ
れ
る
被
害

【躯体】

　・床下、玄関土間に汚泥の流入→清掃、洗浄、消毒

　・土台、1階柱・耐力壁の水没

　・金物類の錆

　・住宅の浮き（住宅本体で浸水を防ぐ対策を取ったとき））

【外装】

  ・1階外装部材の水没・汚れ

　・1階窓ガラスの割れ・汚れ

区分5

区分4

区分3

区分2

区分1

区分

50～80%

4

新築工事費用に対する

復旧工事費用の割合※1



 

 

4.4 設計目標の設定 

4.3 節で確認した浸水想定区分に対して想定される被害を建築主に説明するとともに、浸水

に対する考え方や対策の要望をヒアリングし、その要望を踏まえた設計目標の設定方法をここ

では説明する。  

本手引きでの設計目標とは、以下の 2 点である。  

・浸水対策を検討する際の浸水深とする「設計用浸水深」  

・設計用浸水深に至った場合の浸水対策の「設計目標レベル」  

設計目標の設定には「設計シート②」を活用する。その記入例は 4.4.8 項に示す。  

 

4.4.1 浸水対策の基本的な考え方 

建築主への説明及び設計目標を設定するには、浸水対策の基本的な考え方と浸水対策方法（※）

の概要を把握して実施することが重要である。  

※浸水対策方法とは、止水板や逆止弁のように住宅で考えられる浸水経路それぞれに講じる

浸水対策並びに地盤嵩上げのように浸水深より住宅及び屋外設備機器を高くする浸水対策

の総称を言う。以降、「浸水対策方法」を「対策方法」と呼ぶ。  

 

浸水対策の基本的な考え方は、「Dry タイプ」と「Wet タイプ」の 2 種類が考えられる。  

・Dry タイプ：住宅本体や屋外設備機器へ浸水をさせない  

・Wet タイプ：浸水を許容するが、被害軽減、被災後の早期復旧及び生活の場を確保する  

本手引きの浸水対策の方針①～③を踏まえ、表 4.4.1 には、浸水対策の基本的な考え方と本

手引きの浸水対策の方針の対応を示す。方針③の住宅内での避難考慮は、万が一の場合を考え

るとすべての住宅で検討することが望ましいため、両タイプにて対応することとする。  

 

表 4.4.1 浸水対策の基本的な考え方と浸水対策の方針の対応 

浸水対策の基本的な考え方  浸水対策の方針 

【Dry】  ①  住宅内への浸水を防ぐ 

 【Wet】 ② 
浸水が防げない場合は、被害軽減、被災後の早期復旧及び継続使

用を可能にする 

【Dry】 【Wet】 ③ 
命を守るために住宅外への避難が最優先であるが、住宅内での避

難も考慮する 

 

 

設計目標レベルは図 4.4.1 のイ～チが考えられる。表 4.4.2 には、浸水対策の基本的な考え方

に対応する設計目標レベル、対策方法概要及び浸水対策の方針を示す。なお、具体的な対策方

法については第 5 章で紹介する。  
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表 4.4.2 浸水対策の基本的な考え方に対応する設計目標レベル及び対策方法概要一覧 

浸水対策の 

基本的な考え方 
設計目標レベル 対策方法概要 浸水対策の方針 

【Dry】 

浸水をさせない 

イ  

対象外 住宅本体へ浸水をさせない 
住宅本体で対応 

①住宅内への浸水を

防ぐ 

イ  地盤嵩上げ等で対応 

ロ  床上浸水をさせない 高基礎等で対応 

ハ  敷地内へ浸水をさせない 
止水塀・止水板で囲む等 

で対応 

ニ  
屋外設備機器へ浸水を 

させない 

設備機器を設置した部分

を嵩上げ等で対応 

ト  避難できる空間を確保する 
最上階に避難場所を確保 

して対応 
③住宅内での避難 

【Wet】  

浸水を許容する 

ホ  
屋内住宅設備機器へ浸水を 

させない 

キッチン・風呂等を 

2 階以上に設置して対応 

②被害軽減 

被災後の早期復旧 

へ  居住階を 1 以上確保する 
居住階を 2 階以上に配置 

して対応 
②被災後の継続使用 

ト  避難できる空間を確保する 
最上階に避難場所を確保 

して対応 
③住宅内での避難 

対策をしない チ   

 

図 4.4.1 の「イ住宅本体で対応」では、1 階床より浸水深が深くなった場合、玄関ドア、勝手

口ドア、掃き出し窓、基礎換気口、配管貫通部等の浸水経路となり得るすべてに浸水対策が講

じられていないと、浸水を防ぐことは出来ない。    

現時点では、これらの対策方法が十分に整備されておらず、現実的には住宅本体で浸水対策

は難しい。このため、設計基準を明示できず、リスクが大きいので「対象外」とする。  

例えば、一般的に住宅用の玄関ドアや窓は「強風時に雨水を内部に浸入させない性能」は有

しているが、「浸水時の外部からの水圧に対して水を遮断する性能」は持ち合わせていないため

である。  
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イ  住宅本体へ浸水をさせない (※1)   ロ  床上浸水をさせない (※2) 

    

   

住宅本体で対応 地盤嵩上げ等で対応 高基礎やピロティ等で対応 

①住宅内への浸水を防ぐ  

ハ  外構で敷地内へ浸水をさせない  

 

…外構の高さを超えた際は床下・

床上浸水が発生する場合あり  

ニ  屋外設備機器（給湯器・エアコン

室外機等）へ浸水をさせない 

ホ  床上浸水は発生するが取り換え費

用が高額な屋内住宅設備機器（キ

ッチン・風呂等）へ浸水をさせな

いない 

   

敷地周囲を止水塀・止水板で囲む等

で対応 

設備機器を設置した部分を嵩上げ等

で対応 

キッチン・風呂等を 2 階以上に設置

して対応 

①住宅内への浸水を防ぐ  ②被害軽減・被災後の早期復旧  

へ  床上浸水は発生するが、設計用浸

水深より上部に居住階を 1 以上確

保する 

ト  床上浸水は発生するが、設計用浸

水深より上部に避難できる空間を

確保する 

チ  対策をしない 

 …被災後の継続使用が可能  …避難を前提とする   

   

居住階を 2 階以上に配置して対応 最上階に避難場所を確保して対応  

②被災後の継続使用  ④  住宅内での避難  

※1：床下、床上の浸水をさせないタイプ  

現時点では設計基準を明示できず、リスクが大きいので「対象外」とする。  

理由…以下のような設計が要求されるため  

①玄関ドア、勝手口ドア、掃き出し窓、躯体接合部、基礎換気口、外壁、基礎及び外壁貫通部、  

排水管等の住宅各部の浸水対策が必要で 1 つでも欠けないような設計 

②住宅に作用する浮力に対応した設計  

 

※2：復旧工事費用が比較的少ない床下浸水の被害を受けても、床上浸水は防ぐタイプ  

高基礎にする場合は、浮力に対して床下に浸水させるような措置が必要である。  

理由…例えば、基礎高さを 1m 程度とした場合に、床下に浸水させないと住宅に浮力が作用し、  

住宅ごと流出するリスクがあるため  

図 4.4.1 設計目標レベル 
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Dry 

Dry Dry Dry  

Dry  Wet 

Wet 

Wet 

Dry  



   

 

4.4.2 建築主への説明とヒアリング 

チェックリスト及び設計シート①等を基に建築主に浸水リスク情報を提示し、建築主の浸水

に対する考え方や浸水対策の要望等を確認する。  

 

1)建築主への過去の浸水被害情報等をヒアリング  

建築主が以前から建築地付近に居住している場合等は、設計者が知り得ない浸水被害に関す

る情報を持っている可能性があるため、過去の浸水被害やその地域にある浸水深表示等の情報

をヒアリングする。  

追加情報があるようであれば、チェックリストの備考欄に追記する。  

 

2)建築主への浸水リスク情報の提示  

チェックリスト及び設計シート①等を基に以下の内容について建築主に説明をする。  

・浸水リスクの有無  

・浸水が発生したときに想定される被害  

・想定される被害に対する復旧工事費用  

・想定される浸水リスクの発生頻度 等  

 

3)建築主の浸水リスク等の要望のヒアリング  

提示した浸水リスク情報に対して、建築主がどの程度の浸水対策を考えているのかヒアリン

グを行う。ヒアリング例を以下に示す。  

・どの程度の発生頻度の浸水やどれくらいの浸水深に対して対策をするのか  

（注）ハザードマップの想定最大規模降雨は、1000 年に 1 回程度の発生頻度を想定して

いる。住宅の寿命と比べると非常に長いため、過度な設計目標とならないようにす

ることが重要である。  

・浸水被害に遭った際に許容できる復旧工事費用  

・浸水対策にかけられる初期費用  

・浸水被害後の生活についての要望（自宅での生活継続等）  

なお、建築主への説明とヒアリングの結果、建築主が浸水対策は不要と判断をした場合は、

ここで設計を終了する。  
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4.4.3 設計目標の設定方法 

本項では 4.4.2 項で実施した建築主へのヒアリング内容を踏まえた設計目標の設定方法を説

明する。  

設計目標の設定は「設計用浸水深」と「設計目標レベル」の組み合わせで行う。なお、必要

に応じて、複数の組み合わせのケースを検討しても構わない。  

 

1)設計用浸水深の決定  

4.3 節で作成した設計シート①を参考に、浸水対策を考える上で必要となる設計用浸水深を

決定する。 

設計用浸水深は、4.3 節で示した 5 つの浸水想定区分にて設定することを基本とする。ただ

し、ハザードマップで示された浸水深の数値を設計用浸水深とすることも可能である。  

・浸水想定区分 1 の浸水深  

・浸水想定区分 2 の浸水深  

・浸水想定区分 3 の浸水深  

・浸水想定区分 4 の浸水深  

・浸水想定区分 5 の浸水深  

発生頻度、浸水対策技術や浸水対策費用等を考慮して、ハザードマップに示された想定浸水

深ではなく、発生頻度が高いと考えられるより浅い浸水深を設計用浸水深と設定し、設計する

考え方もある。  

また、ここで設定する設計用浸水深は、あくまで設計上設定したものであり、実際には設計

用浸水深を超える浸水が起こる可能性があることに注意が必要である。  

 

2)設計目標レベルの設定  

設計用浸水深に対して設計目標レベルをどのようにするかを、建築主の要望を反映して設計

者が表 4.4.2 に示した中から決定する。  

浸水対策を考える際に、住宅本体と屋外に設置する設備機器を分けるとわかりやすいため、

設計目標レベルの設定も、住宅本体と屋外設備機器についてそれぞれ設定する。  

なお、浸水対策を講じることは、万が一の場合に住宅内で避難するための時間を稼ぐことが

可能となるため、意味は大きい。  
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4.4.4 設計目標の設定事例 概要 

ここからは設計目標の設定事例を紹介するが、その概要を表 4.4.3 に示す。内容の詳細につ

いては 4.4.5 項以降に記載する。  

 

表 4.4.3 設計目標の設定事例概要一覧  

事例 1 ハザードマップの想定浸水深を設計用浸水深とする場合 ［4.4.5 項］ 

設計用浸水深 設計目標レベル 

事例 1-1：計画規模における想定浸水深を設計用浸水深とする場合  

 

計画規模における想定浸水深から 

⇒浸水想定区分 2  

【Dry】 

ロ．床上浸水をさせない 

ニ．屋外設備機器へ浸水をさせない 

 

【住宅本体】 

【屋外設備】 

事例 1-2：想定最大規模における想定浸水深を設計用浸水深とする場合  

 

想定最大規模における想定浸水深

から  

⇒浸水想定区分 3  

【Wet】 

ホ．高額な屋内住宅設備機器へ浸水をさせない 

へ．設計用浸水深より上部に居住階を確保し、 

被災後の継続使用が可能 

 

【住宅本体】 

【住宅本体】 

 

事例 1-3：2 つの設計用浸水深を設定する場合（事例 1-1 と 1-2 の組み合わせ）  

Case-A  

計画規模における想定浸水深から 

⇒浸水想定区分 2  

【Dry】 

ロ．床上浸水をさせない 

ニ．屋外設備機器へ浸水をさせない 

 

【住宅本体】 

【屋外設備】 

Case-B 

想定最大規模における想定浸水深

から  

⇒浸水想定区分 3  

【Wet】 

ホ．高額な屋内住宅設備機器へ浸水をさせない 

へ．設計用浸水深より上部に居住階を確保し、 

被災後の継続使用が可能 

 

【住宅本体】 

【住宅本体】 

 

※4.4.8 項に「設計シート② 設計目標設定用」の記入例を記載 

事例 2 ハザードマップの想定浸水深とは別に設計用浸水深を設定する場合  ［4.4.6 項］ 

設計用浸水深 設計目標レベル 

Case-A 

経済性及び発生頻度を考慮して 

⇒浸水想定区分 1 

【Dry】 

イ．住宅本体へ浸水をさせない 

ニ．屋外設備機器へ浸水をさせない 

 

【住宅本体】 

【屋外設備】 

Case-B 

計画規模における想定浸水深から 

⇒浸水想定区分 3  

【Wet】 

ホ．高額な屋内住宅設備機器へ浸水をさせない 

へ．設計用浸水深より上部に居住階を確保し、 

被災後の継続使用が可能 

 

【住宅本体】 

【住宅本体】 

 

事例 3 ハザードマップが未整備の建築地で設計用浸水深を設定する場合 ［4.4.7 項］ 

設計用浸水深 設計目標レベル 

 

過去の浸水被害を考慮して 

⇒浸水想定区分 1 

【Dry】 

イ．住宅本体へ浸水をさせない 

ニ．屋外設備機器へ浸水をさせない 

 

【住宅本体】 

【屋外設備】 
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4.4.5 設計目標の設定事例 1：ハザードマップの想定浸水深を設計用浸水深とする場合 

事例 1 では、設計用浸水深の取り方を変えた 3 パターンの設計目標の設定手順を示す。  

 

1)設計目標の設定事例 1-1…計画規模における想定浸水深を設計用浸水深とする場合  

a.手順 1…想定浸水深の確認  

浸水リスク調査の結果、図 4.4.2 に示す建築地の洪水ハザードマップより、想定最大規模及

び計画規模における洪水時の想定浸水深を確認した。  

・想定最大規模における洪水時の想定浸水深が「0.5m～3m」  

・計画規模における洪水時の想定浸水深が「0.5m～1.0m」  

また、現地にて前面道路と敷地の高低差は無いことを確認した。  

（注）前面道路との高低差は設計用浸水深を設定する際の判断材料となるため事前に確認する。

例えば、前面道路に対して現況 GL が高い場合等は、設計用浸水深を低く設定する判断材

料になり得るため  

 

想定最大規模における洪水時の想定浸水深  計画規模における洪水時の想定浸水深  

    

図 4.4.2 想定最大規模及び計画規模における洪水時の想定浸水深  

 

b.手順 2…設計用浸水深の決定  

建築主へのヒアリング内容から、想定最大規模での浸水対策は困難だが、計画規模における

洪水時の想定浸水深の 1.0m までは浸水を抑えたいという要望が示されているため、設計用浸

水深を浸水想定区分 2 に設定した。  

 

c.手順 3…設計目標レベルの設定   

建築主へのヒアリング内容から、設計用浸水深に至った場合の復旧工事費用は最低限にした

い。（20～30 万円の復旧工事費用であれば許容できる）という要望があったため、設計用浸水

深が現況 GL+1.0m に至った場合に、以下の 2 点を設計目標レベルとした。  

ロ．床上浸水をさせない  

ニ．屋外設備機器へ浸水をさせない  

なお、設計目標レベルを実現する対策方法については 4.5 節に示す。  
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2)設計目標の設定事例 1-2…想定最大規模における想定浸水深を設計用浸水深とする場合  

a.手順 1…想定浸水深の確認⇒事例 1-1 と同様  

 

b.手順 2…設計用浸水深の決定  

建築主へのヒアリング内容から、起こりうる最大規模の浸水（ 3.0m）を想定しておきたいと

いう要望が示されているため、想定最大規模における洪水時の想定浸水深から設計用浸水深を

浸水想定区分 3 に設定した。  

 

c.手順 3…設計目標レベルの設定  

建築主へのヒアリング内容から、以下の 3 点の要望が示されている。  

・浸水対策にかける新築時の追加費用は最低限にしたい。  

・被災しても、早期に自宅での生活を再開したい。  

・高額なキッチン・ダイニングセットを購入予定のため、LDK に設置する屋内住宅設備機

器や家具への浸水は避けたい。  

建築主の要望を反映し、設計用浸水深に至った場合に、以下の 2 点を設計目標レベルとした。  

ホ．高額な屋内住宅設備機器（キッチン・風呂等）へ浸水をさせない  

へ．設計用浸水深より上部に居住階を確保し、被災後の継続使用を可能とする  

なお、設計用浸水深に至った場合には屋外設備機器は浸水するため、交換することとする。  

 

3)設計目標の設定事例 1-3…2 つの設計用浸水深を設定する場合（事例 1-1 と 1-2 の組み合わせ）  

a.手順 1…想定浸水深の確認⇒事例 1-1 と同様  

 

b.手順 2…設計用浸水深の決定  

建築主へのヒアリング内容から、以下の 2 点の要望が示されている。  

・「10～100 年に一度の発生頻度」の降雨では、浸水を抑えたい。  

・「1000 年に一度の発生頻度」の降雨の際、ある程度の浸水は許容するが、被害を想定し

た対策は考えておきたい。  

建築主の要望を反映し、以下の 2 通りの設計用浸水深を設定した。  

・浸水想定区分 2（計画規模における洪水時の想定浸水深 1.0m）…Case-A 

・浸水想定区分 3（想定最大規模における洪水時の想定浸水深 3.0m）…Case-B 

 

c.手順 3…設計目標レベルの設定  

Case-A については事例 1-1 の要望、Case-B については事例 1-2 の要望から、以下の設計目標

レベルとした。  

Case-A．浸水想定区分 2 に至った場合  

ロ．床上浸水をさせない  

ニ．屋外設備機器へ浸水をさせない  

Case-B．浸水想定区分 3 に至った場合  

ホ．高額な屋内住宅設備機器（キッチン・風呂等）へ浸水をさせない  

へ．設計用浸水深より上部に居住階を確保し、被災後の継続使用を可能とする  

なお、設計用浸水深に至った場合には屋外設備機器は浸水するため、交換することとする。  

 

 

 

 

 

47 



 

 

4.4.6 設計目標の設定事例 2 

：ハザードマップの想定浸水深とは別に設計用浸水深を設定する場合  

 

事例 2 では、ハザードマップの想定浸水深とは別に設計用浸水深を設定する場合の例を示す。 

 

a.手順 1…想定浸水深の確認  

浸水リスク調査の結果、図 4.4.3 に示す建築地の洪水ハザードマップより、想定最大規模及

び計画規模における洪水時の想定浸水深を確認した。  

・想定最大規模における洪水時の想定浸水深が「3m～5m」  

・計画規模における洪水時の想定浸水深が「2.0m～3.0m」  

また、現地にて前面道路と敷地の高低差は無いことを確認した。  

 

想定最大規模における洪水時の想定浸水深  計画規模における洪水時の想定浸水深  

    

図 4.4.3 想定最大規模及び計画規模における洪水時の想定浸水深  

 

b.手順 2…設計用浸水深の決定  

建築主へのヒアリング内容から、計画規模の想定浸水深 3.0m（10 年～100 年に 1 回程度の降

雨規模）に対して、  

・Dry タイプ：経済性（費用対効果）から過剰な浸水対策を避け、比較的発生頻度の高い  

浸水想定区分 1 を設計用浸水深に設定した。…Case-A 

・Wet タイプ：計画規模の想定浸水深から浸水想定区分 3 とした。…Case-B 

 

c.手順 3…設計目標レベルの設定  

建築主へのヒアリング内容から、以下の要望が示されている。  

Case-A について  

・浸水時の復旧工事費用は可能な限り 0 としたい。  

・新築時の浸水対策にかける予算はある程度見込める。  

Case-B について  

・事例 1-2 の要望と同様  

 

建築主の要望を反映し、以下の設計目標レベルとした。  

Case-A．浸水想定区分 1 に至った場合  

イ．住宅本体へ浸水をさせない  

ニ．屋外設備機器へ浸水をさせない  
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Case-B．浸水想定区分 3 に至った場合  

ホ．高額な屋内住宅設備機器（キッチン・風呂等）へ浸水をさせない  

へ．設計用浸水深より上部に居住階を確保し、被災後の継続使用を可能とする  

なお、設計用浸水深に至った場合には屋外設備機器は浸水するため、交換することとする。  

 

4.4.7 設計目標の設定事例 3：参考情報なしの建築地で設計用浸水深を設定する場合  

事例 3 ではチェックリストの各項目で参考情報なしとなった建築地で設計用浸水深を設定す

る場合の例を示す。  

 

a.手順 1…想定浸水深の確認  

浸水リスク調査の結果、図 4.4.4 に示す建築地では市区町村ホームページ等で想定浸水深が

「不明」であったが、敷地前面に河川があり、過去の浸水被害について調査したところ昭和○○

年の台風△△号による前面河川の氾濫で付近の住宅に床下浸水被害があったことが確認できた。 

また、現地にて前面道路と敷地の高低差は無いことを確認した。  

 

図 4.4.4 過去の浸水被害についての調査状況  

 

b.手順 2…設計用浸水深の決定  

建築主へのヒアリング内容から、過去の浸水被害を考慮し、浸水想定区分 1 を設計用浸水深

に設定した。  

 

c.手順 3…設計目標レベルの設定  

事例 2 の Case-A と同様な要望から、浸水想定区分 1 に至った場合に、以下の 2 点を設計目

標レベルとした。  

イ．住宅本体へ浸水をさせない  

ニ．屋外設備機器へ浸水をさせない  
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過去の浸水被害について調査 ※ハザードマップ等の情報なし 

   

 

敷地前面の河川沿いの一部住宅 

で浸水被害の記録有 

（床下浸水）  



 

 

4.4.8 設計シート② 設計目標設定用の記入例 

設計目標の設定をする際に使用する設計シート② 設計目標設定用の記入例（事例 1-3 の場

合）を図 4.4.5 に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.4.5 設計シート② 設計目標設定用の記入例（事例 1-3） 
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記入日

記入者

1）

情報③

浸水対策住宅設計シート②　設計目標設定用
○○○○年○○月○○日

住団　連太郎

・無し（建築主は、建築地付近に過去に居住していたことがないため）

参考
資料

・浸水リスク情報チェックリスト

・浸水対策住宅設計シート①　浸水リスク確認用

建築主からヒアリングした
過去の水害情報等

2） 建築主に提示した情報

・浸水深が基礎天端までの場合（区分1）、概算復旧工事費用は新築工事費用の1％に

　なることが想定される。⇒「設計シート①　浸水リスク確認用」を使用

・「計画規模」の降雨規模とは10～100年に1回程度の発生頻度。

情報②

・建築地の「想定最大規模」における想定浸水深は「0.5m～3.0m」で

　浸水想定区分3に該当する。⇒「浸水リスク情報チェックリスト」を使用

・浸水想定区分3に至った場合の概算復旧工事費用は、新築工事費用の

　40～70％になることが想定される。⇒「設計シート①　浸水リスク確認用」を使用

・「想定最大規模」の降雨規模とは1000年に1回程度の発生頻度。

情報①

・建築地の「計画規模」における想定浸水深は「0.5m～1.0m」で

　浸水想定区分2に該当する。⇒「浸水リスク情報チェックリスト」を使用

・浸水想定区分2に至った場合の概算復旧工事費用は、新築工事費用の

　30～50％になることが想定される。⇒「設計シート①　浸水リスク確認用」を使用

3） ヒアリング内容
※提示した情報に対する
　建築主の要望

要望②

・「1000年に1回程度の発生頻度の降雨」の対策で、新築時に追加予算をかける

　ことは避けたい。

・万が一「1000年に1回程度の発生頻度の降雨」に遭っても、避難所ではなく、

　自宅で生活を継続できるようにはしたい。

・予算をかけずに、間取りの工夫等で、復旧工事費用を抑えることができる

　対策があれば教えてほしい。

要望①

・「10年～100年程度の発生頻度の降雨」に遭った際に、多額の復旧工事費用が

　かかるのは避けたい。

・最低限の復旧工事で済むような対策をしたい。

 （浸水想定区分1で想定される20～30万円の復旧工事費用であれば許容できる）

・対策にかけられる初期費用は40万円程度。

設計用浸水深に
至った場合の
浸水対策の

設計目標レベル

Case-A．浸水想定区分2に至った場合

　　　　ロ．床上浸水をさせない
　　　　ニ．屋外設備機器へ浸水をさせない

Case-B．浸水想定区分3に至った場合
　　　　ホ．高額な屋内住宅設備機器（キッチン・風呂等）へ浸水をさせない
　　　　へ．設計用浸水深より上部に居住階を確保し、被災後の継続使用を可能とする

対策の
要否判断

　■対策必要
　
　□対策せず→終了

【判断理由を記入　/特に対策せずとした場合】

設計目標の設定

設計用浸水深
Case-A．浸水想定区分2（計画規模における洪水時の想定浸水深1.0m）

Case-B．浸水想定区分3（想定最大規模における洪水時の想定浸水深3.0m）



   

 

4.5 浸水対策の検討 

4.5 節では、4.4 節で設定した設計目標を実現するための浸水対策の検討方法を示す。具体的

な対策方法は第 5 章で紹介する。 

ただし、第 5 章で示す対策方法以外で、過去の経験や独自の検討により技術を確立している

場合は、必ずしも本手引きにこだわる必要はない。 

 なお、浸水対策を講じたとしても、気象予報により水災の恐れが発表された場合は、住宅を

過信せず、命を守るための避難が最優先であることを建築主へ説明することが重要である。 

4.5.1 浸水対策の検討の流れ 

 浸水対策の検討では、「設計シート③」を用い、初めに 4.4 節にて設定した設計目標に対して

浸水対策の設計方針を決定し、その後、設計方針に従い第 5 章の浸水想定区分に応じた対策方

法を参照し、設計する住宅に適する具体的な対策方法を決定する。その設計シート③の記入例

は 4.5.4 項に示す。 

4.5.2 浸水対策の分類 

ここでは、図 4.4.1 で示したそれぞれの設計目標レベルを、対策方法の検討に向けて「住宅本

体」と「屋外設備機器」について、「Dry タイプ」と「Wet タイプ」に分け、浸水対策の分類を

行う。  

 

1)住宅本体へ浸水をさせない「住宅 Dry タイプ」  

「住宅 Dry タイプ」には、床下を含め住宅内へ浸水をさせない場合と床下への浸水は許容す

るが 1 階床材以上への浸水をさせない場合があり、これらは浸水深の違いにより対策方法が異

なるため、ここでは対応する設計用浸水深に分けて紹介する。  

 

a.設計用浸水深が浅い場合（浸水想定区分 1～2）  

i.住宅本体での浸水対策  

「住宅本体での浸水対策」とは、図 4.5.1(a)のように、設計用浸水深より浅いところにある玄

関ドア、勝手口ドア、掃き出し窓、基礎換気口、配管貫通部、排水管からの逆流対策等の浸水

経路となり得る部位にもれなく対策方法を講じ、床下を含め住宅内へ浸水させない浸水対策で

ある。  

ただし、「住宅本体での浸水対策」は、4.4.1 項で 1 階床より浸水深が深くなった場合、現時

点での対策方法の整備が十分でないため、設計目標レベルの対象外としており、浸水想定区分

1 に限ったものである。そして、浸水想定区分 1 で想定される床下浸水は火災保険の適用外の

ため、この浸水対策を講じることは有効である。  

なお、今後技術開発が進み、1 階床より上での浸水対策が可能となった場合は、浸水深にも

よるが住宅に作用する浮力に対する配慮が必要となる。また、現在でも参考資料 1 の事例 1 に

示すような先進的な取り組みもある。  

設計用浸水深が浅い場合でも、b.設計用浸水深が深い場合（浸水想定区分 2～5）で示す浸水

対策を選択してもよい。  

 

ii.外構での浸水対策  

「外構での浸水対策」とは、図 4.5.1(b)のように止水性と水圧に対する強度を持つ塀を敷地周

辺に設け、出入りする部分に止水板等の対策方法にて敷地内へ浸水を防ぎ、住宅本体及び屋外

設備機器への浸水をさせない対策方法である。このとき、外構で囲まれた内部への降雨の排水  
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等の検討も必要となる。この浸水対策も設計用浸水深が浅い場合に限ったものである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.設計用浸水深が深い場合（浸水想定区分 2～5）  

図 4.5.2(a)に示す地盤嵩上げのように住宅本体を全体的に高い位置に上げ、床下を含め住宅

本体へ浸水させない浸水対策が代表的である。ただし、地盤嵩上げをする場合は、杭や擁壁等

による地盤補強、周辺住宅及び高さ制限等に注意し、嵩上げ高さを決定する必要がある .  

図 4.5.2(b)のように高基礎として 1 階床を高くする浸水対策もある。この場合、浸水深が 1m

程度でも床下に浸水させないと浮力が作用して住宅ごと流出するリスクが想定されることに注

意が必要である。他には 1 階部全面ピロティもある。これらは、床下への浸水を許容する「住

宅 Dry タイプ」である。  

1 階床高さを高くすると、費用も高くなるのに加え、日常生活での玄関までの段差が増える

ことやアプローチが長くなることの理解が必要である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)住宅本体への浸水を許容する「住宅 Wet タイプ」  

「住宅 Wet タイプ」は、住宅本体へ浸水しても、比較的費用の高いキッチン，風呂等の屋内住

宅設備機器や家財等を守り、被害を軽減すること、被災後の早期復旧及び継続使用することを

目指した浸水対策で、そのイメージを図 4.5.3 に示す。  

特に「住宅 Wet タイプ」を選択する場合は、万が一、住宅外への避難に遅れた場合でも、命

を守るために住宅内で垂直避難できるように設計配慮をすることが大切である。「住宅 Dry タ

イプ」の場合でも、万が一に備え、垂直避難への設計配慮をすることが望ましい。  

また、図 4.5.3(c)のように 2 階天井近くまで浸水する場合は、水圧等に対する外壁や躯体の強

度等の確認も必要である。  
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図 4.5.2 住宅 Dry タイプ -設計用浸水深が深い場合の浸水対策イメージ  

(a)地盤嵩上げ  (b)高基礎  

図 4.5.1 住宅 Dry タイプ -設計用浸水深が浅い場合の浸水対策イメージ  

(a)住宅本体で対応  (b)外構で対応  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)屋外設備機器を浸水させない「屋外設備 Dry タイプ」  

 屋外設置のエアコン室外機や給湯器等は地面上に設置されることが多く、比較的浸水深が浅

い場合でも屋外設備機器内へ水や汚泥が浸入して故障することがある。  

「屋外設備 Dry タイプ」は、屋外設備機器に浸水させず、被災後の継続使用を目指すための浸

水対策である。代表的な対策方法は、図 4.5.4 に示すように屋外設備機器を架台等で嵩上げす

る方法である。他には、住宅の 2 階等への設置もある。  

また、住宅本体を地盤嵩上げした場合は、屋外設備機器は地盤上に通常通り設置され、特に

屋外設備機器としての浸水対策は講じられないが、これも「屋外設備 Dry タイプ」に含める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)屋外設備機器の浸水を許容する「屋外設備 Wet タイプ」  

 「屋外設備 Wet タイプ」は、屋外設備機器の水没で故障しても、基本的には交換を前提とし、

設計時には何も対策しないという考え方である。  

4.5.3 対策方法の決定 

 浸水を防ぐための対策方法は、「設計シート③」を用い、以下のように決定する。  

  

1)浸水対策の全体方針の確認  

初めに、設計シート③の「設計目標」欄に、4.4 節で設定した「設計用浸水深」と「設計目標

レベル」を記入する。  

次に、「全体方針」欄の図に、住宅本体と屋外設備機器それぞれについて、設計用浸水深と設

計目標レベルで決まる領域に「○」を記入し、浸水対策の全体方針を確認する。  

 

2)浸水対策の設計方針の決定  

全体方針をもとに、住宅本体と屋外設備機器について、設計目標に対応した設計方針を 4.5.2

項で示した浸水対策の分類のいずれとするかを決定し、設計シート③に記入する。  

 

3)対策方法の決定  

 設計方針をもとに、第 5 章を参照して浸水想定区分に応じた対策方法を決定し、設計シート

③に記入する。  
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図 4.5.3 住宅 Wet タイプの浸水対策イメージ  

(a)上階へ主な住設機器を設置  (b)上階へ主な居住階を配置  (c)垂直避難への配慮  

図 4.5.4 設備機器 Dry タイプの浸水対策イメージ  



 

 

4.5.4 設計シート③の記入例 

設計シート③の記入例を図 4.5.5 に示す。この記入例は、4.4.1 項の事例 1-1 で設定した設計

目標に対する浸水対策の検討結果となる。  
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図 4.5.5 設計シート③記入例 （事例 1-1） 

 

 

給湯機器他 ・屋外の給湯器、室外機などの住宅部品の基礎の嵩上げ、架台による嵩上げ

□対策せず

　屋外設備機器は浸水した場合は基本的に設備機器を交換する

設計目標に対応した対策方法

外構 －

基礎

べた基礎 ・泥水の排水、乾燥を早くするため、ベタ基礎にする。

排水
・排水や清掃がしやすくなる措置として、専用スリーブを設ける。（普段は「栓」をしておく）

・基礎土間面に勾配をつけておく。

外装 窓 ・開口部に止水シート、止水板を設置する。

設備
配管部分 ・下水からの逆流を防ぐため、逆流防止弁を設置する。

部位 項目 具体的な対策方法

高基礎 ・床上浸水を防ぐことを目的に、基礎天端を浸水深より高くする。

☑屋外設備機器Dry

☑浸水深が浅い場合

（区分1～2）

☑架台による嵩上げ　　□外構で対応　　　□選択なし

□地盤嵩上げで地盤上設置   □上階へ設置    □屋上へ設置

□その他（　                                  ）

□浸水深が深い場合

（区分2～5）

□地盤嵩上げで地盤上設置   □上階へ設置    □屋上へ設置

□選択なし   □その他（                             ）

設計用浸水深1m　／　区分2

設計用浸水深に対する

浸水対策の設計目標レベル

住宅本体

□屋外設備機器Wet

設計目標に対応した設計方針

☑住宅本体Dry

□住宅本体で対応   　□外構で対応   　　□選択なし

□地盤嵩上げ       　☑高基礎　         □ピロティ

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□浸水深が深い場合

（区分2～5）

□地盤嵩上げ　       □高基礎         　□ピロティ

□選択なし     □その他（　　　　                      　）

□住宅本体Wet

□浸水深より上に居住階を設ける

　　　　（□2階建て　 □3階建て　　 □選択なし）

□万が一に備え避難場所を設ける

　　　  （□小屋裏    □屋上        □選択なし）

□その他 ( 　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

□万が一に備え避難場所を設ける

　　    （□小屋裏 　 □屋上        □選択なし）

□万が一に備え避難場所を設ける

　　    （□小屋裏 　 □屋上        ☑選択なし）

☑浸水深が浅い場合

（区分1～2）

浸水対策住宅設計シート③　浸水対策検討用
記入日 ○○○○年○○月○○日

記入者 住団　連太郎

床上浸水させない

屋外設備機器 浸水させない

全体方針

住宅本体、屋外設備機器の設計目標をプロットし、対策方針を確認する

設計目標

設計用浸水深／区分

区分5

区分4

区分3

区分2

区分1

住宅本体

Dry Wet Dry Wet

屋外設備機器



   

 

4.6 建築主への設計内容の説明 

 設計過程で確認した建築地の浸水リスク、想定される被害及びその状況を踏まえた浸水対策

を建築主へ説明し、設計を完了する。  

 表 4.6.1 には、建築主へ説明する主な項目とそれぞれの項目の説明時に使用する資料を示す。  

 浸水リスクの確認及び建築主への説明は不動産取引時の重要事項説明で義務化されており、

ハザードマップで建築地が浸水想定区域内であれば、浸水リスクありと説明するものである。  

一方、本手引きは、ハザードマップ等で示された想定浸水深を基に浸水リスク判断及び設計

目標の設定を行い対策方法まで検討するという点に違いがある  

 

表 4.6.1 設計内容として説明する主な項目  

項目 資料 

建築地の浸水リスク（発生源、想定浸水深） 浸水リスク情報チェックリスト 

想定浸水深となったときの被害状況と復旧工事費用  
浸水対策住宅設計シート①  

浸水リスク確認用 

設計目標（設計用浸水深と設計目標レベル） 
浸水対策住宅設計シート② 

 設計目標設定用 

設計目標を実現するための対策方法 
浸水対策住宅設計シート③ 

浸水対策検討用 

 

 ここまでは、住宅本体と屋外設備機器で可能な対策方法を示してきたが、現時点では対策方

法の種類は乏しく、さらにその性能の評価方法や基準も十分整備されていない状況で、今後の

課題といえる。  

特に、床上浸水となるような浸水深の浸水対策となれば、一層、浸水経路が増え、対策方法

を講じることが難しい状況は明らかである。  

この床上浸水に対しては、住宅本体での浸水対策以外では火災保険（水災補償）がその一つ

となることを、設計者は建築主への説明に加えることが適当である。  

例えば、想定最大規模の浸水深 5m が示されたときに、多大な費用をかけ、地盤嵩上げで対

策を講じることは可能であるが、この再現期間は多くの場合 1000 年（注：過去に氾濫が発生し

た河川では再現期間 1000 年を超える降雨量を記録したこともある）であり、住宅が建っている

期間より相当長く、発生頻度も低い。この対策は、過剰な設計ともなりかねないため、補償対

象となる床上浸水は火災保険にて復旧工事費用を賄い、床下浸水は住宅側で対策をとることも

設計提案の一つといえる。  

4.7 まとめ 

 浸水リスク情報の確認、浸水リスクに対する被害状況及び復旧工事費用等の想定される被害、

浸水対策住宅の設計目標の設定、対策方法の選定、建築主との合意形成と浸水対策住宅の設計

方法の一連の流れを紹介した。  

 対策方法については、現時点の情報であり、数も種類も少なく、その効果が明らかでない場

合が多い。さらに、対策方法の納まりや施工については適宜設計者が検討する必要がある等、

これらの点については今後の技術の進展を期待することで理解いただきたい。  
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第 5 章 浸水対策方法の紹介 

 本章では、4 章で示した住宅における浸水対策の設計をする際に参考となる住宅本体及び屋

内外の設備機器等の具体的な対策方法について紹介する。  

本章で紹介する対策方法は、現時点で対策方法として有効として公開されている考え方や部

材等の一部をまとめたものである。情報量が少ない等の課題はあるが、浸水対策の検討の際に

活用いただきたい。  

5.1 対策方法一覧表と解説資料 

表 5.1.1 に対策方法一覧表（以下、「一覧表」と呼ぶ）を示す。  

一覧表は、浸水想定区分 1～5 ごとに、基礎、躯体、外装、内装、設備等の部位及びプランで

の具体的な対策方法を「Dry タイプ」と「Wet タイプ」で分類している。  

 ここで紹介する対策方法は、複数の浸水想定区分で有効となる場合もあるので、その場合は

「有効な浸水想定区分」として浸水想定区分 1～5 の欄に「〇」を記載した。  

 さらに、一覧表には、本手引きでの浸水対策の 3 つの方針との対応及び既存住宅への適用に

ついても示している。  

一覧表のそれぞれの対策方法には、図 5.1.1 に示すような解説資料を作成し、一覧表ととも

に添付資料 4 にまとめている。  

なお、一般的に住宅用のサッシ、玄関ドア等の水密性は、雨水浸入防止を前提とした性能で

あり、浸水時に外部の水圧に対して水を遮断する性能を持ち合わせているわけではない。この

ため、サッシ、玄関ドア等単体では浸水には有効でない。併せて止水性を有するサッシ、玄関

ドア等の整備も十分でないため、対策方法から除外している。  

ここで紹介する対策方法を採用する際は、各住宅の納まりや施工方法について個別に検討が

必要である。  

また、紹介する対策方法の多くは、対策の効果として何時間位止水できる等の定量的な数値

は公開されていないため、本手引きでも示していない。  
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表 5.1.1 対策方法一覧表 

解説資料

番号 1 2 3 4 5 ① ② ③

区分１ Dry 基礎 盛土 敷地全体を嵩上げ（盛土）する 101 〇 〇 〇 〇 〇

1階床下 高基礎 高基礎にする 102 〇 〇 〇 〇

べた基礎 べた基礎のスラブと立ち上がりを一体打ちする 103 〇 〇 〇

スラブ、立ち上がり部を分けて施工する場合は、打ち継ぎ部に
止水対策を行う

103 〇 〇 〇

換気口 換気口等を無くす・ふさぐ 104 〇 〇 〇 〇

配管部分 配管周りをシーリングする 105 〇 〇 〇 〇 〇

外装 窓 開口部に止水シート、止水板を設置する 106 〇 〇 〇 〇 〇

設備 配管 下水からの逆流を防ぐため、逆流防止弁を設置する 107 〇 〇 〇 〇 〇

電気 内部、外部の電源コンセントの設置位置を高くする 108 〇 〇 〇 〇

浴槽
機能部品の電源ボックス等の壁掛け設置可能な機器を採用する
（ジェット等の機能商品の採用を推奨しない）

109 〇 〇 〇 〇

給湯機器他
屋外の給湯器、室外機等の住宅部品の基礎又は架台による嵩上
げを行う

110 〇 〇

屋外の給湯器、室外機等の住宅部品を壁付けタイプで設置する 111 〇 〇 〇

給湯機器他　蓄電池等の設備を２階に設置する 112 〇 〇 〇 〇 〇

屋外収納 止水板付きシャッターを使用する 113 〇 〇 〇 〇

外構 塀等 浸水防止可能な塀、建物周りを止水板等で囲う 114 〇 〇 〇 〇 〇

プラン ― 1階部分をピロティとする 115 〇 〇 〇 〇 〇

Wet 基礎 排水
排水や清掃がしやすくなる措置として、専用スリーブを設ける
（普段は「栓」をしておく）

116 〇 〇 〇

基礎土間面に勾配を設ける 117 〇 〇 〇

内装 床下点検口 床下点検口を設置する（床下復旧作業の効率化） 118 〇 〇 〇 〇

設備 電気
電気を使う機器は照明等とは別の独立回線にし１階、２階のブ
レーカを分ける

119 〇 〇 〇 〇

給湯機器他 転倒防止措置を行う 120 〇 〇 〇 〇

区分２ Dry 躯体 床・壁 耐水性の高い壁（1階RC造）を採用する 201 〇 〇 〇 〇 〇

GL +1.5m プラン ― 玄関以外の窓を腰窓以上の高さの窓を採用する 202 〇 〇 〇

2階玄関とする 203 〇 〇 〇 〇

Wet 躯体 床・壁下地 床及び下地材は後張り工法とする 204 〇 〇

内装 床仕上げ 無垢材を使用する 205 〇 〇 〇 〇

設備 電気 屋内コンセントを高所配置にする 206 〇 〇 〇

配線を電線管の中に通しておく 207 〇 〇 〇

プラン 継続居住
居住空間や水廻り(台所、風呂、トイレ)の2階設置により被害
を防止し、継続居住を可能とする

208 〇 〇 〇 〇 〇 〇

区分３ Wet 躯体 基礎接合 基礎との接合を強化する（浮力による浮き上がり防止） 301 〇 〇 〇

1階天井下 プラン 継続居住 2階建て以上（平屋は推奨しない）とする 302 〇 〇 〇 〇 〇

区分４ Wet プラン 垂直避難
2階の開口部やバルコニー等からの脱出（避難）経路を確保す
る

401 〇 〇 〇 〇 〇

2階床下
ヘリでの救助が可能なようなバルコニー、屋根の設置やタラッ
プ取り付け等をする

401 〇 〇 〇 〇 〇

区分５ Wet プラン 垂直避難 陸屋根　（避難場所確保)とする 501 〇 〇 〇 〇 〇

2階床上 小屋裏空間（脱出用窓確保）を設ける 501 〇 〇 〇 〇 〇

トップライト（屋根への脱出用窓）を設ける 502 〇 〇 〇 〇 〇 〇

3階建て以上とする 501 〇 〇 〇 〇 〇

①住宅内への浸水を防ぐ。

②浸水が防げない場合は、被害軽減、被災後の早期復旧及び継続使用を可能にする。

③命を守るために住宅外への避難が最優先であるが、住宅内での避難も考慮する。

※本手引きでの浸水対策の方針

浸水対策の方針
との対応（※） 既存住宅

への対応

有効な浸水想定区分

Dry：浸水を防ぐための対策　　Wet：浸水した場合の被害を軽減する対策

浸水想定区分 対策種別 部位 項目 具体的な浸水対策



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 対策方法の現状と課題 

 住宅内へ浸水をさせないようにするには、浸水深より浅い部位にある浸水経路をすべてに対

して対策方法を講じなければならず、浸水深が深くなるにつれて浸水経路の箇所が増え、一層

難しくなる。これら浸水経路の対策方法の技術は、徐々に進んでいると考えるが、まだ十分と

は言えない。  

さらに、ドア・シャッターについては『 JIS A 4716:2019 浸水防止用設備建具型鋼製部材』に

て試験方法や評価規準等が示されているが、他の対策方法について性能評価方法等の整備は、

対策技術の開発と併せて、今後期待する。   

本手引きでは、新たな対策方法や本章で紹介できていない製品やアイデア、住宅建材・部材

メーカーによる対策方法等について、資料拡充を図っていきたい。  
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図 5.1.1 解説資料例（敷地全体を嵩上げ（盛土）する） 

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５
〇 〇 〇

敷地全体を嵩上げ（盛土）する 浸水対策の方針との対応 ①②

盛土　＜　基礎　＜　Dry　＜　１階床下 既存住宅への対応 ―

101

解説 浸水想定レベル以上となるように、敷地全体を嵩上げ（盛土）する。盛土部は擁壁や地盤改良による補強が必要。

有効な浸水想定区分



 

 

 

第 6 章 設計例 

 本章では、いくつかの建築地を設定し、第 4 章で示された設計フローに則り、より具体的な

設計プロセスとして、建築地の浸水リスク評価、浸水対策の検討、設計提案及び建築主への説

明を例示する。さらに、これらの設計プロセスでの留意点等を示す。なお、各例示は考え方の

ひとつであり、技術的に保証されるものではなく、十分に検証されたものでもない。 

6.1 設計例の条件  

 本章において取り上げる設計例は、設計者が設計目標の設定において区分の判断に迷う、以

下の場合を設定する。 

 

①  区分 2～区分 4 の判断に迷う「ハザードマップの想定浸水深 0.5m～3m」の場合 

②  区分 1 と区分 2 の判断に迷う「ハザードマップの想定浸水深が～0.5m」の場合 

 

本条件を設定した背景を以下に述べる。 

①  区分 2～区分 4 の判断に迷う「ハザードマップの想定浸水深 0.5m～3m」の場合 

    「ハザードマップの想定浸水深 0.5m～3m」の場合、設計目標の設定において最も想定

被害の大きい区分 4 を選択し、「住宅内への浸水を防ぐ」対策を講じることが理想的であ

る。しかし、現時点では技術的に効果を保証している対策は一部の建設会社に限られ、

広く普及しているわけではない。加えて、多くの建設会社にとって発生頻度の観点から

すれば未熟な技術による過剰な浸水対策を施すことになりかねない。 

それ故に、本章においては収集した浸水リスク情報の多寡によって設計目標の設定の

判断に最も迷う、「ハザードマップの想定浸水深 0.5m～3m」を取り上げ、設計フローに

則り、建築主とのコミュニケーションを通して、様々な側面から建築主と設計目標とし

た区分を共有し、浸水対策を包含した住宅設計提案のひとつの考え方を示すこととした。 

 

②  区分 1 と区分 2 の判断に迷う「ハザードマップの想定浸水深が～0.5m」の場合 

区分 1 及び区分 2 の設計目標の設定については、床下浸水と床上浸水の境界値に相当

し、万が一水害が発生した場合、復旧工事費用に大きな影響を及ぼすので、設計者は慎

重に対応する必要がある。建築主とのコミュニケーションを通した設計例をひとつの考

え方として示す。 

 

区分 5 においては、地域特性等から建築主と設計者が速やかに設計目標の共通認識に至る場

合が多い。加えて、これらの区分における対策方法については、「住宅内への浸水を防ぐ」対策

は一部の建設会社に限られ、一般的には採用することが困難であり、「被害軽減及び被災後の使

用継続のための措置」及び「命を守るための避難を最優先とする措置」に限定される。従って、

設計目標の設定及び対策方法の立案については、第 4 章及び第 5 章を参照することによって運

用できると判断し、本章の対象外とした。 
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6.2 設計例の設定  

 6.1 節で設定した 2 つの条件について、建築地の浸水リスク情報（ハザードマップの想定最

大規模による想定浸水深、ハザードマップの計画規模による想定浸水深、過去の水害実績及び

その他補足情報）の有無から、設計例は表 6.2.1 に示す 4 事例とした。また、これら 4 事例の概

要を表 6.2.2 に示す。 

 

表 6.2.1 設計例 4 事例の条件組み合わせ 

Case 

ハザードマップ 

想定最大規模に 

よる想定浸水深 

ハザードマップ 

計画規模に 

よる想定浸水深 

過去の水害実績 その他補足情報 

1 
0.5m～3m 

0.5m～1.0m 

（旧凡例） 

あり（床上浸水） あり 

2 
あり（床下浸水） 

なし 

3 
～0.5m 

～0.5m  

（現在の凡例） 

あり 

4 なし なし 

 

表 6.2.2 設計例 4 事例の概要 

Case 概要 

1 

水害実績と洪水標識から水害の発生頻度を予想し設計目標を設定した設計例  

以下に示す内容の図面への対策方法記載例あり（図 6.3.9、図 6.3.10） 

・盛土、高基礎対応時の高度斜線制限 

・復旧対応を目的とした床下点検口の増設等 

2 

家屋倒壊等氾濫区域内で本手引きの対象外であるが対応した設計例 

・過去の水害による異臭や汚泥撤去等の不快な復旧対応経験に基づく建築主の要望に対応  

・住宅本体の設計目標は水害実績から発生頻度が高いと予想する区分 1 に設定 

3 

浸水対策の費用を抑えつつ、以下の対策方法を組み合わせて採用した設計例  

・土留め工事が不要となる程度の盛土で設計 GL を設定し想定浸水深に対応 

・建築主の行為を要するその他対策方法 

4 

浸水対策の実施に難色を示していた建築主に対応した設計例 

・設計者は保険適用外の床下浸水対策は必要と判断  

・屋外設備機器の架台設置が採用 
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6.3 設計例  

6.3.1 設計例 1（Case1） 

 

ハザードマップの想定最大規模による想定浸水深：0.5m～3m 

ハザードマップの計画規模による想定浸水深：0.5m～1.0m（旧凡例） 

過去水害実績：あり（床上浸水）、その他補足情報：あり 

 

1) 建築地における浸水リスク情報の確認  

a. 建築地情報の確認 

・  「地理院地図」等を活用し、近隣の一級河川との離隔距離が 500m ほどで河川付近

の標高より高い土地に位置することを確認した。  

・  敷地（中央）と前面道路（中央）の標高を確認し、建築地と前面道路に高低差がな

いことを確認した。 

・  地盤調査等にて得られた地形に関する情報より、後背湿地で水が溜まりやすく乾き

にくい土地であることを確認した。なお、建築地情報は上記で記したものに限らず、

様々な情報源から入手することを推奨する。  

 

b. 浸水リスクの確認 

・  「重ねるハザードマップ」を活用し、建築地における外水氾濫の想定浸水深（想定

最大規模、計画規模）を確認した。（図 6.3.1、図 6.3.2） 

図 6.3.1 想定最大規模：0.5m～3m      図 6.3.2 計画規模：0.5m～1.0m 

・  「わがまちハザードマップ」を活用し、内水氾濫のリスクを確認しようとしたが、

市区町村で作成されたハザードマップに＜洪水氾濫に内水氾濫を加味したハザー

ドマップを作成しています。＞と記載があったため、「重ねるハザードマップ」を

もって確認したことにした。 

・  「重ねるハザードマップ」を活用し、建築地が家屋倒壊等氾濫区域の区域外（整備

済）、高潮浸水想定区域の区域外（整備済）であることを確認した。なお、区域外

の「整備済」「未整備」の判断は、市区町村及び都道府県のホームページに記載の

「河川における洪水浸水想定区域図の見直しの状況」或いは近隣の地区におけるハ

ザードマップの整備状況等から推測した。 

 

c. 補足情報の確認（水害実績の調査） 

・  一年前の台風で、建築地付近で大規模な水害が発生していた記憶から、「地理院地 
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・  図」、「DiMAPS」を活用して過去の水害実績を調査した。しかし、水害実績の記録

はなかった。改めて、市区町村のホームページを確認したところ、水害実績をまと

めた資料が得られた。詳細の地域は不明であったが、近隣で水害があったことを確

認した。 

・  市区町村のホームページで得られた情報をもとに、建築主に過去の水害実績の有無

をヒアリングしたところ、一年前の台風で、建築主が現在居住している住宅におい

て床上浸水（床上 5～6cm 程度）の被害があったことを確認した。 

 

d. 補足情報の確認（現地調査） 

・  建築地から最寄りの避難所への経路を実際に歩行し、避難経路を確認した。  

・  建築地から 10m の位置に浸水標識（1.0m）が設置されていることを確認した。 

図 6.3.3 浸水標識の一例（1.0m） 

 

e. 浸水リスク情報チェックリストの作成 

・  a～d の情報をもとに、チェックリストを作成した。（図 6.3.4） 

 

2) 浸水想定区分の確認と想定被害状況の把握  

a. 浸水リスク有無の確認 

・  建築地は浸水想定区域の区域内であったため、浸水リスクは「あり」と判断した。 

 

b. 浸水想定区分の確認 

・  設計 GL は仮に現況 GL+100mm で設定し、浸水想定区分を確認した。 

・  基礎天端の高さは設計 GL+400mm とした。 

・  以下の①～③より、建築地の浸水想定区分は区分 2 と区分 4 で検討することにし

た。 

①  ハザードマップの想定最大規模による想定浸水深 0.5m～3m より、浸水想定

区分のひとつを区分 4 とすることにした。 

②  ハザードマップの計画規模による想定浸水深 0.5m～1.0m より、浸水想定区

分のひとつを区分 2 とすることにした。 

③  浸水標識 1.0m より、浸水想定区分のひとつを区分 2（設計 GL+1.0m）とす

ることにした。 

 

c. 想定される被害及び復旧工事費用の把握  

・  第 4 章に例示した浸水対策住宅設計シート①  浸水リスク確認用の区分 2 と区分 4

を用いて、想定被害及び復旧工事費用の目安を確認した。（図 6.3.5、図 6.3.6） 

・  設計シート①について、想定被害を確認し、以下の修正を施した。なお、設計シー

ト①の内容は個社の建築構法等により想定被害に差異が生じることがあるため、修

正の要否を確認することを推奨する。 

①  基礎仕様は布基礎を選択するため、【躯体】欄に「埋め戻し土の流出」の項 
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目を追加した。 

②  起こり得ない想定被害がないかを確認し、【躯体】欄から「住宅の浮き（住

宅本体で浸水を防ぐ対策を取ったとき）」項目を削除した。 

 

3) 設計目標の設定 

a. 建築主への説明 

・  ハザードマップを建築主と一緒に確認し、建築地の浸水リスクを説明した。 

・  矩計図に想定浸水深を加筆し、浸水想定区分（区分 2 と区分 4）を設定した経緯を

説明した。 

・  設計シート①の情報を参考にして、浸水想定区分ごとに想定被害と復旧工事費用の

目安を説明した。 

 

b. 建築主へのヒアリング（図 6.3.7） 

浸水対策に関する設計目標の設定や対策方法を検討する上で、浸水リスクの情報を建

築主と共有し、建築主から浸水についての考え方や浸水対策への要望等をヒアリングす

ることは極めて重要である。一方、住宅の設計においては法規制、経済的な制約、建築

主の嗜好など多種多様な要件を満たす必要もある。 

このように、多様な側面の要件を整理しつつ、浸水対策に関する設計目標を設定し対

策方法を検討する必要があるので、建築主へのヒアリングは浸水対策に偏重することな

く総合的に実施すべきである。以下にそのような観点からのヒアリング事例を示す。  

・  水害実績についてすでに確認していたが、浸水想定区分の情報と関連づけることを

目的に、床上浸水した際の被害状況や復旧に要した作業等を再度確認した。 

・  新築工事に係る費用について確認し、浸水対策のための追加費用は可能な限り抑え

たいという見解を得た。 

・  その他の要望を確認し、現在提案しているプランニングに好印象を抱いており、プ

ランニングに影響を及ぼさない程度に浸水対策を計画してほしい旨の要望を得た。 

 

c. 対策の要否の検討 

・  ハザードマップの情報、建築地付近に浸水標識が設置されていること及び過去の水

害実績が床上浸水であることを踏まえ、対策は「要」と判断した。 

 

d. 設計目標の設定（図 6.3.8） 

・  建築主へ以下の判断理由を十分に説明し、区分 2（設計 GL+1.0m）で設計提案する

ことにした。 

①  過去に水害実績があるように、水害の発生頻度が高いと考えられるため、住

宅本体と屋外設備機器の双方とも区分 2 への対策は必要と考えた。 

②  区分 4 への対策は、水害の発生頻度が低いこと、避難所が歩行圏内にあるこ

と、一時的な避難は 2 階への移動で対応できる等最低限の安全が確保できる

ことと費用面の建築主の意向等を踏まえ、設計目標に設定する優先度は低い

と判断した。 

 

4) 浸水対策の検討と建築主への設計内容の説明  

a. 対策方法の検討 

・  第 5 章で紹介した対策方法から、採用の可能性がある項目を抽出した。表 6.3.1 で

は区分 2 の基礎部位における対策方法を抽出した例を示す。個社で採用できる仕様  
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の組み合わせは、あらかじめ整理しておくことを推奨する。  

表 6.3.1 区分 2 の基礎部位における対策方法の抽出例 

部位 対策種別 対策方法 

基礎 Dry タイプ  □盛土 ／ □高基礎 ／ □外構止水 

□換気口をふさぐ 

□べた基礎にする 

■配管周りをシーリングする 

（標準的な仕様） 

■ベース、立ち上がりを一体打ちとする

（標準的な仕様） 

Wet タイプ □床下浸水の排水用スリーブを設置する 

□基礎スラブに勾配をつける 

 

・  対策方法のうち、コンセントの高所設置等の費用が安価なものは採用を前提とし、

基礎関連等の費用が高額なものと意匠に係る内容は建築主に提案をした後、採用す

るか否かの判断を求めることにした。  

①  Dry 対策のうち、盛土、高基礎又は外構止水の三案を建築主に示すことにし

た。高基礎及び盛土は高度斜線の影響で配置変更の必要があること、盛土（土

留め含む）及び外構止水は高額な工事費用が見積もられていること等の情報

も併せて提示して、建築主にどの案を採用するか判断を求めた。（図 6.3.9、

図 6.3.10） 

②  コンセントの高所設置や腰高窓を主とした窓配置等は、箇所がわかるように

平面図に説明文を書き加えて提案し、採用の要否の判断を建築主に求めた。

（図 6.3.9） 

③  開口部（掃き出し窓、玄関ドア）への止水板設置については、建築主自身の

行為を要する対策であること、絶対的な止水性能を約束できないことを説明

し、採用の要否の判断を建築主に求めた。  

 

b. 具体的な対策（建築主への提案の結果） 

・  建築主に提案をした結果、それぞれ以下の対応とした。  

①  盛土及び外構止水の提案は費用負担が大きいため、高基礎の提案を採用した。

配置変更については 1m 程度の移動であり、プランニングへの影響はないと

いう判断に至った。また、ある程度の床下浸水については許容することとし、

水害発生後、床下の復旧対応を円滑に講じることができるように床下点検口

を随所に設けることにした。 

②  コンセントの高所設置、腰高窓を主とした窓配置について、平面図を用いた

説明をした結果、すべてを必要な対策として採用した。 

③  開口部への止水板設置について、費用負担が許容範囲であること等を理由に、

採用した。 

 

c. 建築主への情報提供の確認 

・  設計過程で確認した建築地の浸水リスク、被害状況及びその状況を踏まえた浸水対

策の内容等を建築主へ説明し、以下の確認をもって設計を完了した。  

①  ハザードマップを用いた浸水リスクの説明について、理解できたか確認した。 
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②  浸水想定区分とその被害状況と復旧工事費用の目安について、理解できたか

確認した。 

③  設計目標について、承諾できるか確認した。 

④  対策方法について、その他に実施したい内容がないか確認した。 

⑤  対策方法について、住宅に被害を与えない保証はできない旨を説明した。 

⑥  外水氾濫が発生した際は、原則避難誘導の指示に従うことの同意を得た。  
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図 6.3.4 浸水リスク情報チェックリスト記入例  
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図 6.3.5 設計シート①（区分 2）記入例  
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記入日

記入者

　　※１：復旧工事費用は過去の被災情報をもとにした概査であり、仕様、復旧工事内容の違いなどにより異なります。

　・配管逆流、詰まり・不具合

【その他】

　・外構の浸水・汚れ

【設備】

　・1階設置のキッチン、風呂、トイレ等、屋内設備機器の浸水・不具合

　・屋外設置設備（エアコン室外機、給湯器など）の浸水・不具合

　・1階電気コンセント

【内装】

  ・1階床断熱材、下地、仕上げ材の水没・汚れ

　・1階壁下部の浸水・汚れ

　・1階建具の浸水・汚れ

【外装】

  ・外装部材の汚れ

Ⅲ．浸水想定区分に到達
したときに想定される

被害と復旧工事費用

各
部
位
の
想
定
さ
れ
る
被
害

【躯体】

　・床下、玄関土間に汚泥の流入→清掃、洗浄、消毒

　・土台、1階柱・耐力壁の濡れ

　・金物類の錆

　・住宅の浮き（住宅本体で浸水を防ぐ対策を取ったとき）

　・基礎内部埋め戻し土の流出

■リスクあり

　　⑤家屋倒壊等氾濫区域（氾濫流／河岸侵食）　□ 区域内　　■ 区域外

　　⑥その他（          なし        　）　　　浸水深（　　     　m） 左欄の最大浸水深　（　3.0　m）

Ⅱ．浸水想定区分の確認

矩計図に想定浸水深の位置に線を引いて区分を確認します 建築地の浸水想定区分

浸水対策住宅設計シート①　浸水リスク確認用
○○○○年○月○日

△△　△△

Ⅰ．浸水リスク情報の確認

　　①外水氾濫　　洪水（想定最大規模）　　　　浸水深（　0.5m～3.0　m）

□リスクなし

　　②外水氾濫　　洪水（計画規模）　　　　　　浸水深（　0.5m～1.0　m）

　　③内水氾濫　　雨水出水（内水）　　　　　　浸水深（　　 -  　　m） 左欄で浸水深が確認できない場合

　　④高潮　　　　　　　　　　　　　　　　　　浸水深（　　 -　　　m）

区分5

区分4

区分3

区分2

区分1

区分

30～50%

新築工事費用に対する

復旧工事費用の割合※1

2



   

  

図 6.3.6 設計シート①（区分 4）記入例  
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記入日

記入者

　　※１：復旧工事費用は過去の被災情報をもとにした概査であり、仕様、復旧工事内容の違いなどにより異なります。

　・配管逆流、詰まり

　・1階天井裏の設備機器・電気配線類の浸水・不具合

【その他】

　・外構の水没・損傷・汚れ

　・住宅の浮きが生じた場合、復旧工事費は100％になることがある

【設備】

　・1階設置のキッチン、風呂、トイレ等、屋内設備機器の水没・不具合

　・屋外設置設備（エアコン室外機、給湯器など）の水没・不具合

　・1階電気コンセント、スイッチ、分電盤の浸水・不具合

【内装】

  ・1階床断熱材、下地、仕上げ材の水没・汚れ

　・1階壁断熱材、下地、仕上げ材の浸水・汚れ

　・1階建具の浸水・汚れ

　・1階天井の水没

【外装】

  ・1階外装部材の水没・汚れ

　・1階窓ガラスの割れ・汚れ

Ⅲ．浸水想定区分に到達
したときに想定される

被害と復旧工事費用

各
部
位
の
想
定
さ
れ
る
被
害

【躯体】

　・床下、玄関土間に汚泥の流入→清掃、洗浄、消毒

　・土台、1階柱・耐力壁の水没

　・金物類の錆

　・住宅の浮き（住宅本体で浸水を防ぐ対策を取ったとき）

　・基礎内部埋め戻し土の流出

■リスクあり

　　⑤家屋倒壊等氾濫区域（氾濫流／河岸侵食）　□ 区域内　　■ 区域外

　　⑥その他（          なし        　）　　　浸水深（　　     　m） 左欄の最大浸水深　（　3.0　m）

Ⅱ．浸水想定区分の確認

矩計図に想定浸水深の位置に線を引いて区分を確認します 建築地の浸水想定区分

浸水対策住宅設計シート①　浸水リスク確認用
○○○○年○月○日

△△　△△

Ⅰ．浸水リスク情報の確認

　　①外水氾濫　　洪水（想定最大規模）　　　　浸水深（　0.5m～3.0　m）

□リスクなし

　　②外水氾濫　　洪水（計画規模）　　　　　　浸水深（　0.5m～1.0　m）

　　③内水氾濫　　雨水出水（内水）　　　　　　浸水深（　　 -  　　m） 左欄で浸水深が確認できない場合

　　④高潮　　　　　　　　　　　　　　　　　　浸水深（　　 -　　　m）

区分5

区分4

区分3

区分2

区分1

区分

50～80%

新築工事費用に対する

復旧工事費用の割合※1

4



   

 

図 6.3.7 設計シート②記入例 
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図 6.3.8 設計シート③記入例 
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浸水対策住宅設計シート③　浸水対策検討用
記入日 ○○○○年○月○日

記入者 △△　△△

ロ：床上浸水させない（床下浸水は許容する）

屋外設備機器 ニ：屋外設置する設備機器へ浸水をさせない

全体方針

住宅本体、屋外設備機器の設計目標をプロットし、対策方針を確認する

設計目標

設計用浸水深／区分 区分2　設計GL+1.0m

設計用浸水深に対する

浸水対策の設計目標レベル

住宅本体

設計目標に対応した設計方針

■住宅本体Dry

■浸水深が浅い場合

（区分1～2）

□住宅本体で対応   　□外構で対応   　　□選択なし

□地盤嵩上げ       　■高基礎　         □ピロティ

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□万が一に備え避難場所を設ける

　　    （□小屋裏 　 □屋上     □選択なし）

□浸水深が深い場合

（区分2～5）

□地盤嵩上げ　       □高基礎         　□ピロティ

□選択なし     □その他（　　　　                      　）

設計目標に対応した対策方法

□万が一に備え避難場所を設ける

　　    （□小屋裏 　 □屋上        □選択なし）

□住宅本体Wet

□浸水深より上に居住階を設ける

　　　　（□2階建て　 □3階建て　　 □選択なし）

□万が一に備え避難場所を設ける

　　　  （□小屋裏    □屋上        □選択なし）

□その他 ( 　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

■屋外設備機器Dry

■浸水深が浅い場合

（区分1～2）

■架台による嵩上げ　　□外構で対応　　　□選択なし

□地盤嵩上げで地盤上設置   □上階へ設置    □屋上へ設置

□その他（　                                  ）

□浸水深が深い場合

（区分2～5）

□地盤嵩上げで地盤上設置   □上階へ設置    □屋上へ設置

□選択なし   □その他（                             ）

□屋外設備機器Wet
□対策せず

　屋外設備機器は浸水した場合は基本的に設備機器を交換する

部位 項目 具体的な対策方法

高基礎 ・設計GL+1.0mが基礎天端となるように、基礎のせいを大きくする。

分電盤

・基礎打ち継ぎ部の止水性を高めるため一体打設とする。
止水

設備

基礎

ｺﾝｾﾝﾄ

・2階に設置する。

外装 ・開口部に止水ｼｰﾄ、止水板を設置する。掃き出し窓を最小限に計画する。窓

・下水からの逆流を防ぐため、逆流防止弁を設置する。配管部分

・屋外の給湯器、室外機などの住宅部品の基礎の嵩上げ、架台による嵩上げ給湯機器他

・GL+1.0mより高い位置に設置する。

・ｽﾘｰﾌﾞ箇所はｼｰﾘﾝｸﾞで止水処理を施す。

区分5

区分4

区分3

区分2

区分1

住宅本体

Dry Wet Dry Wet

屋外設備機器
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6.3.2 設計例 2（Case2） 

 

ハザードマップの想定最大規模による想定浸水深：0.5m～3m 

ハザードマップの計画規模による想定浸水深：0.5m～1.0m（旧凡例） 

過去水害実績：あり（床下浸水）、その他補足情報：なし 

 

1) 建築地における浸水リスク情報の確認  

a. 建築地情報の確認 

・  「地理院地図」等を活用し、近隣の一級河川との離隔距離が 500m ほどで河川付近

の標高より高い土地に位置することを確認した。  

・  敷地（中央）と前面道路（中央）の標高を確認し、建築地と前面道路に高低差がな

いことを確認した。 

・  地盤調査等にて得られた地形に関する情報より、水はけの良い土地であることを

確認した。 

 

b. 浸水リスクの確認 

・  「重ねるハザードマップ」を活用し、建築地における外水氾濫の想定浸水深（想定

最大規模、計画規模）を確認した。 

図 6.3.11 想定最大規模：0.5m～3m     図 6.3.12 計画規模：0.5m～1.0m 

・  「わがまちハザードマップ」を活用し、内水氾濫のリスクを確認したが、建築地は

ハザードマップの区域外であった。 

・  「重ねるハザードマップ」を活用し、建築地が家屋倒壊等氾濫区域の区域内である

こと、高潮浸水想定区域の区域外（整備済）であることを確認した。  

 

c. 補足情報の確認（水害実績の調査） 

・  一年前の大雨で、建築地付近で大規模な水害が発生していた記憶から、「地理院地

図」、「DiMAPS」を活用して過去の水害実績を調査した。しかし、水害実績の記録

はなかった。改めて、市区町村のホームページを確認したところ、水害実績をまと

めた資料が得られた。詳細の地域は不明であったが、近隣で水害があったことを

確認した。 

・  市区町村のホームページで得られた情報をもとに、建築主に過去の水害実績の有

無をヒアリングしたところ、一年前の大雨で、建築主が現在居住している住宅に

おいて床下浸水の被害があったことを確認した。 
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d. 補足情報の確認（現地調査） 

・  建築地から最寄りの避難所への経路を実際に歩行し、避難経路を確認した。  

・  現地や近隣からはその他補足情報は得られなかった。   

 

e. 浸水リスク情報チェックリストの作成 

・  a～d の情報をもとに、チェックリストを作成した。 

 

2) 浸水想定区分の確認と想定被害状況の把握  

a. 浸水リスク有無の確認 

・  建築地は浸水想定区分の区域内であったため、浸水リスクは「あり」と判断した。 

・  建築地が家屋倒壊等氾濫区域の区域内で本手引きの対象外ではあるが、水害の発生

頻度が高いことから、浸水対策の設計を継続することにした。  

 

b. 浸水想定区分の確認 

・  設計 GL は仮に現況 GL+100mm で設定し、浸水想定区分を確認した。  

・  基礎天端の高さは設計 GL+400mm とした。 

・  以下の①②より、建築地の浸水想定区分は区分 2 と区分 4 で検討することにした。 

①  ハザードマップの想定最大規模による想定浸水深 0.5m～3m より、浸水想定

区分のひとつを区分 4 とすることにした。 

②  ハザードマップの計画規模による想定浸水深 0.5m～1.0m より、浸水想定区

分のひとつを区分 2 とすることにした。 

 

c. 想定される被害及び復旧工事費用の把握  

・  第 4 章に例示した浸水対策住宅設計シート①  浸水リスク確認用の区分 2 と区分 4

を用いて、想定被害及び復旧工事費用の目安を確認した。 

・  設計シート①について、想定被害を確認し、以下の修正を施した。 

①  床下に換気設備等を設置する予定のため、区分 2 と区分 4 の【設備】欄に

「床下設置設備の水没」の項目を追加した。 

②  起こり得ない想定被害がないかを確認し、【躯体】欄から「住宅の浮き（住

宅本体で浸水を防ぐ対策を取ったとき）」項目を削除した。  

 

3) 設計目標の設定 

a.  建築主への説明 

・  ハザードマップを建築主と一緒に確認し、建築地の浸水リスクと建築地が家屋倒

壊等氾濫区域の区域内であることを説明した。 

・  矩計図に想定浸水深を加筆し、浸水想定区分（区分 2、区分 4）を設定した経緯を

説明した。 

・  設計シート①の情報を参考にして、浸水想定区分ごとに想定被害と復旧工事費用

の目安を説明した。 

 

b. 建築主へのヒアリング 

・  水害実績についてすでに確認していたが、浸水想定区分の情報と関連づけること

を目的に、床下浸水の際の被害状況等を再度確認した。 

・  新築工事に係る費用について確認し、過去の水害で異臭や汚泥の撤去作業で不快

な思いをしたため、追加費用を負担してでも十分な対策をしたいという要望を得 
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た。 

・  その他の要望を確認し、建物は敷地いっぱいに建設してほしい、南側に広い庭が

ほしい、設備類は高額なものが多いため浸水を避けたい等の要望を得た。 

 

c. 対策の要否の検討 

・  建築主の強い要望、ハザードマップの情報及び過去の水害実績が床下浸水であるこ

とを踏まえ、対策は「要」と判断した。 

 

d. 設計目標の設定 

・  建築主へ以下の判断理由を十分に説明し、住宅本体は区分 2 に該当するが、対策は

区分 1 で、屋外設備機器は区分 2 と区分 4 で設計提案することにした。 

①  ハザードマップを参照すれば設計目標は区分 2 以上が妥当であるが、過去

の床下浸水の実績や土地の特性から、住宅本体の区分 1 への対策を重点的

に実施し被災後の負担を軽減することが必要と考えた。 

②  区分 2 と区分 4 への対策は、床上以上の浸水深の水害の発生頻度が低いこ

と、避難所が歩行圏内にあること、一時的な避難は 2 階への移動で対応で

きる等最低限の安全が確保できることと建築主へのプランニングへのこだ

わり等を踏まえ、設計目標の優先度は低いと判断しつつ、建築主の設備仕様

に対する意向を配慮し、住宅本体ではなく屋外設備機器の設計目標とする

ことにした。 

 

4) 浸水対策の検討と建築主への設計内容の説明  

a. 対策方法の検討 

・  第 5 章で紹介した対策方法から、採用の可能性がある項目を抽出した。 

・  対策方法は原則すべての採用を前提とし、費用が高額なものと意匠に係る内容は建

築主に複数の組み合わせを示し、見解を求めることにした。 

①  Dry 対策のうち、盛土（土留めを要する）、高基礎又は外構止水の三案を建築

主に示すことにした。盛土及び高基礎は、高度斜線の影響で配置変更の必要

があること、高額な費用が見積もられていること（盛土は土留め工事の費用

を含む）等の情報も併せて提示し、建築主にどの案を採用したいか判断を求

めた。 

②  コンセントの高所設置、腰高窓を主とした窓配置、蓄電池の室内設置等は、

箇所がわかるように平面図に説明文を書き加えて提案し、採用の要否の判断

を建築主に求めた。 

③  開口部（掃き出し窓、玄関ドア）への止水板設置については、建築主自身の

行為を要する対策であること、絶対的な止水性能を約束できないことを説明

の上、採用の要否の判断を建築主に求めた。 

 

b. 具体的な対策（建築主への提案の結果） 

・  建築主に提案をした結果、それぞれ以下の対応とした。  

①  盛土及び高基礎の提案は配置移動により南側の庭が狭くなるため、外構止

水の提案を採用した。  

②  コンセントの高所設置や腰高窓を主とした窓配置について、平面図を用い

た説明をした結果、すべてが必要な対策であると承諾を得た。 

③  開口部への止水板設置について、被災後の負担を考慮し降雨時に建築主自 
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身で設置をする意思があるという見解が得られたため採用した。 

 

c. 建築主への情報提供の確認 

設計過程で確認した建築地の浸水リスク、被害状況及びその状況を踏まえた浸水対策

の内容等を建築主へ説明し、以下の確認をもって設計を完了した。  

①  ハザードマップを用いた浸水リスクの説明について、理解できたか確認した。 

②  浸水想定区分とその被害状況と復旧工事費用の目安について、理解できたか

確認した。 

③  設計目標について、承諾できるか確認した。 

④  対策方法について、その他に実施したい内容がないか確認した。 

⑤  対策方法について、住宅に被害を与えない保証はできない旨を説明した。 

⑥  外水氾濫が発生した際は、原則避難誘導の指示に従うことの同意を得た。 

 

6.3.3 設計例 3（Case3） 

 

ハザードマップの想定最大規模による想定浸水深：～0.5m 

ハザードマップの計画規模による想定浸水深：～0.5m（現在の凡例） 

過去水害実績：あり（床下浸水）、その他補足情報：あり 

 

1) 建築地における浸水リスク情報の確認  

a. 建築地情報の確認 

・  「地理院地図」等を活用し、近隣の一級河川との離隔距離が 500m ほどで河川付近

の標高より高い土地に位置することを確認した。  

・  敷地（中央）と前面道路（中央）の標高を確認し、建築地と前面道路に高低差がな

いことを確認した。 

・  地盤調査等にて得られた地形に関する情報より、水はけの良い土地であることを

確認した。 

 

b. 浸水リスクの確認 

・  「重ねるハザードマップ」を活用し、建築地における外水氾濫の想定浸水深（想定

最大規模、計画規模）を確認した。 

図 6.3.13 想定最大規模：～0.5m        図 6.3.14 計画規模：～0.5m  

・  「わがまちハザードマップ」を活用し、内水氾濫のリスクを確認したところ、ハザ

ードマップ～0.3m の区域内であった。  
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・  「重ねるハザードマップ」を活用し、建築地が家屋倒壊等氾濫区域の区域外（整備

済）、高潮浸水想定区域の区域外（整備済）であることを確認した。  

 

c. 補足情報の確認（水害実績の調査） 

・  市区町村のホームページで過去の水害実績を参照し、建築地付近で****年**月**

日に水害があったことを確認した。水害発生の年月日から、「地理院地図」、

「DiMAPS」を活用して過去の水害実績を調査し、建築地において床下浸水の水害

実績があることを確認した。 

 

d. 補足情報の確認（現地調査） 

・  建築地から最寄りの避難所への経路を実際に歩行し、避難経路を確認した。 

・  建築地から 15m の位置に浸水標識（0.5m）が設置されていることを確認した。  

図 6.3.15 浸水標識の一例（0.5m）  

 

e. 浸水リスク情報チェックリストの作成 

・   a～d の情報をもとに、チェックリストを作成した。 

 

2) 浸水想定区分の確認と想定被害状況の把握  

a. 浸水リスク有無の確認 

・  建築地は浸水想定区域の区域内であったため、浸水リスクは「あり」と判断した。 

 

b. 浸水想定区分の確認 

・  設計 GL は仮に現況 GL+100mm で設定し、浸水想定区分を確認した。  

・  基礎天端の高さは設計 GL+400mm とした。 

・  以下の①～③より、建築地の浸水想定区分は区分 1 と区分 2 で検討することにし

た。 

①  ハザードマップの想定最大規模による想定浸水深～0.5m より、浸水想定区

分を区分 1 と区分 2 とすることにした。 

②  ハザードマップの計画規模による想定浸水深～0.5m より、浸水想定区分を

区分 1 と区分 2 とすることにした。 

③  浸水標識 0.5m より、浸水想定区分を区分 1 と区分 2 とすることにした。 

 

c. 想定される被害及び復旧工事費用の把握  

・  第 4 章に例示した浸水対策住宅設計シート①  浸水リスク確認用の区分 1 と区分 2

を用いて、想定被害及び復旧工事費用の目安を確認した。 

・  設計シート①について想定被害を確認し、以下の修正を施した。 

①  起こり得ない想定被害がないかを確認し、【躯体】欄から「住宅の浮き（住

宅本体で浸水を防ぐ対策を取ったとき）」項目を削除した。  
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3) 設計目標の設定 

a. 建築主への説明 

・  ハザードマップを建築主と一緒に確認し、建築地の浸水リスクを説明した。 

・  矩計図に想定浸水深を加筆し、浸水想定区分（区分 1、区分 2）を設定した経緯を

説明した。 

・  設計シート①の情報を参考にして、浸水想定区分ごとに想定被害と復旧工事費用

の目安を説明した。 

 

b. 建築主へのヒアリング 

・  水害実績について、公的ツールで確認をしていたため、実績の情報を共有した。建

築主は建築地とは異なる都道府県に居住しているため、過去の水害実績を認知し

ていなかった。 

・  新築工事に係る費用について確認し、浸水対策のための追加費用は可能な限り抑

えたいという見解が得られた。 

その他の要望も確認したが、特に要望は得られなかった。 

 

c. 対策の要否の検討 

・  ハザードマップの情報、建築地付近に浸水標識が設置されていること及び過去の

水害実績が床下浸水であることを踏まえ、対策は「要」と判断した。 

 

d. 設計目標の設定 

・  建築主に以下の判断理由を十分に説明し、区分 1 で設計提案することにした。 

①  過去の水害実績があるように、水害の発生頻度は高いと考えられるため、住

宅本体と屋外設備機器の双方とも区分 1 への対策は必要と考えた。 

②  区分 2 への対策は、水害の発生頻度が低いと考えられること、設計 GL をさ

らに 50mm 高く設定することで、区分 2 の想定浸水深が回避できること、

費用面の建築主の意向等を踏まえ、設計目標に設定する優先度は低いと判

断した。 

 

4) 浸水対策の検討と建築主への設計内容の説明  

a. 対策方法の検討 

・  第 5 章で紹介した対策方法から、採用の可能性がある項目を抽出した。 

・  対策方法のうち、費用が安価なものは採用を前提とし、費用が高額なものと意匠

に係る内容は建築主に提案をした後、採用するか否かの判断を求めることにした。 

①  Dry 対策のうち、盛土（土留めを要さない）及び高基礎の二案を建築主に示

すことにした。また、高基礎は高額な費用が見積もられているので、安価な

対策方法として、床下換気口ふさぎ仕様の提案も併せて提示し、建築主にど

の案を採用したいか判断を求めた。 

②  屋外設備機器の取り付け位置は、壁掛けにする高所設置及び架台による嵩上

げ設置（GL+0.5m 程度）の二案を建築主に示すことにした。架台設置の工事

費用の方が安価でかつ維持管理、更新等も容易なため、後者を積極的に推奨

することにした。 

③  開口部（掃き出し窓、玄関ドア、勝手口ドア）への止水板設置については、

建築主自身の行為を要する対策であること、絶対的な止水性能を約束できな

いことを説明の上、採用の要否の判断を建築主に求めた。 
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b. 具体的な対策（建築主への提案の結果） 

・  建築主に提案をした結果、それぞれ以下の対応とした。  

①  高基礎は費用が高額であったため、設計 GL を当初より 50mm 高くし、現況

GL+150mm に設定し、かつ床下換気口ふさぎ仕様を採用した。  

②  屋外設備機器は、設計者の推奨理由に納得し架台による嵩上げを採用した。 

③  開口部への止水板設置について、費用負担が許容範囲であること等を理由

に採用した。 

 

c. 建築主への情報提供の確認 

・  設計過程で確認した建築地の浸水リスク、被害状況及びその状況を踏まえた浸水

対策の内容等を建築主へ説明し、以下の確認をもって設計を完了した。  

①  ハザードマップを用いた浸水リスクの説明について、理解できたか確認した。 

②  浸水想定区分とその被害状況と復旧工事費用の目安について、理解できたか

確認した。 

③  設計目標について、承諾できるか確認した。 

④  対策方法について、その他に実施したい内容がないか確認した。 

⑤  対策方法について、住宅に被害を与えない保証はできない旨を説明した。 

⑥  外水氾濫が発生した際は、原則避難誘導の指示に従うことの同意を得た。 

 

6.3.4 設計例 4（Case4） 

 

ハザードマップの想定最大規模による想定浸水深：～0.5m 

ハザードマップの計画規模による想定浸水深：～0.5m（現在の凡例）  

過去水害実績：なし、その他補足情報：なし  

 

1) 建築地における浸水リスク情報の確認  

a. 建築地情報の確認  

・  「地理院地図」等を活用し、近隣の一級河川との離隔距離が 500m ほどで河川付近

の標高より高い土地に位置することを確認した。  

・  敷地（中央）と前面道路（中央）の標高を確認し、建築地と前面道路に高低差がな

いことを確認した。  

・  地盤調査等にて得られた地形に関する情報より、湿地で水が溜まりやすい土地で

あることを確認した。  

 

b. 浸水リスクの確認  

・  「重ねるハザードマップ」を活用し、建築地における外水氾濫の想定浸水深（想定

最大規模、計画規模）を確認した。  

・  「わがまちハザードマップ」を活用し内水氾濫のリスクを確認したが、建築地はハ

ザードマップの区域外であった。  

・  「重ねるハザードマップ」を活用し、建築地が家屋倒壊等氾濫区域の区域外（整備

済）、高潮浸水想定区域の区域外（整備済）であることを確認した。  
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図 6.3.16 想定最大規模：～0.5m        図 6.3.17 計画規模：～0.5m 

 

c. 補足情報の確認（水害実績の調査） 

・  市区町村のホームページで過去の水害実績を参照したが、建築地付近の履歴は確

認できなかった。 

・  建築主に過去の水害実績の有無をヒアリングしたが、建築地付近の履歴は確認で

きなかった。 

  

d. 補足情報の確認（現地調査） 

・  建築地から最寄りの避難所への経路を実際に歩行し、避難経路を確認した。 

・  建築地から半径 1 ㎞圏内で浸水標識を探したが、設置されていなかった。  

 

e. 浸水リスク情報チェックリストの作成 

・  a～d の情報をもとに、チェックリストを作成した。 

 

2) 浸水想定区分の確認と想定被害状況の把握  

a. 浸水リスク有無の確認 

・  建築地は浸水想定区域の区域内であったため、浸水リスクは「あり」と判断した。 

 

b. 浸水想定区分の確認 

・  設計 GL は仮に現況 GL+100mm で設定し、浸水想定区分を確認した。  

・  基礎天端の高さは設計 GL+400mm とした。 

・  以下の①②より、建築地の浸水想定区分は区分 1 と区分 2 で検討することにした。 

①  ハザードマップの想定最大規模による想定浸水深～0.5m より、浸水想定区

分を区分 1 と区分 2 とすることにした。 

②  ハザードマップの計画規模による想定浸水深～0.5m より、浸水想定区分を

区分 1 と区分 2 とすることにした。 

 

c. 想定される被害及び復旧工事費用の把握  

・  第 4 章に例示した浸水対策住宅設計シート①  浸水リスク確認用の区分 1 と区分

2 を用いて、想定被害及び復旧工事費用の目安を確認した。 

・  設計シート①について想定被害を確認し、以下の修正を施した。  

①  キッチンは 2 階に設置する予定のため、区分 2 の【設備】欄から「キッチン

水没」の項目、【躯体】欄から「住宅の浮き（住宅本体で浸水を防ぐ対策を

取ったとき）」項目を削除した。 
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3) 設計目標の設定 

a. 建築主への説明 

・  ハザードマップを建築主と一緒に確認し、建築地の浸水リスクを説明した。 

・  矩計図に想定浸水深を加筆し、浸水想定区分（区分 1 と区分 2）を設定した経緯を

説明した。 

・  設計シート①の情報を参考にして、浸水想定区分ごとに想定被害と復旧工事費用

の目安を説明した。 

 

b. 建築主へのヒアリング 

・  新築工事に係る費用について確認し、費用の余裕がないわけではないが、対応の必

要性を感じていないので、浸水対策のための費用は負担したくないという見解が

得られた。 

・  その他の要望を確認したところ、重ねて浸水対策のための費用負担は不要との見

解が得られた。 

 

c. 対策の要否の検討 

・  ハザードマップの情報を踏まえ、対策は「要」と判断した。  

 

d. 設計目標の設定 

・  建築主へ以下の判断理由を十分に説明し、区分 1 で設計提案することにした。 

①  浸水対策のための費用負担は不要という建築主の強い意志があったが、建築

地は水が溜まりやすい土地であること、床下浸水が火災保険の適用外となる

こと等を踏まえ、床下浸水への対策は必要と判断した。  

②  区分 2 への対策については、水害の発生頻度が低いこと、一時的な避難は 2

階への移動で対応できる等最低限の安全が確保できることと建築主の意向

等を踏まえ、設計目標に設定する優先度は低いと判断した。 

 

4) 浸水対策の検討と建築主への設計内容の説明  

a. 対策方法の検討 

・  第 5 章で紹介した対策方法から、採用の可能性がある項目を抽出した。 

・  対策方法のうち、床下換気口ふさぎ使用などの費用が安価なものと意匠に係る内

容は建築主に提案をした後、採用するか否かの判断を求めることにした。 

①  Dry 対策は、安価な対策方法として床下換気口ふさぎ仕様を提案し、採用の

要否の判断を建築主に求めた。 

②  屋外設備機器の取り付け位置は、壁掛けにする高所設置と架台による嵩上げ

設置（GL+0.5m 程度）の二案を建築主に示すことにした。架台設置の工事費

用の方が安価でかつ維持管理、更新等も容易なため、後者を積極的に推奨す

ることにした。 

③  開口部（掃き出し窓、玄関ドア、勝手口ドア）への止水板設置については、

建築主自身の行為を要する対策であること、絶対的な止水性能を約束できな

いことを説明の上、採用の要否の判断を建築主に求めた。 

 

b. 具体的な対策（建築主への提案の結果） 

・  建築主に提案をした結果、それぞれ以下の対応とした。  

①  対策の必要性は感じていなかったが、床下浸水が火災保険の適用外となる 
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    ことを踏まえ、費用が安価な床下換気口ふさぎ仕様を採用した。  

②  屋外設備機器は費用面の理由から架台による嵩上げを採用した。 

③  開口部への止水板設置について、降雨時の取り付け作業は大きな負担とな

り水害の発生頻度から費用対効果に疑問があるという回答を踏まえ、不採

用となった。 

 

c. 建築主への情報提供の確認 

・  設計過程で確認した建築地の浸水リスク、被害状況及びその状況を踏まえた浸水

対策の内容等を建築主へ説明し、以下の確認をもって設計を完了した。  

①  ハザードマップを用いた浸水リスクの説明について、理解できたか確認した。 

②  浸水想定区分とその被害状況と復旧工事費用の目安について、理解できたか

確認した。 

③  火災保険の適用範囲について説明し確認した。設計目標について、承諾でき

るか確認した。 

④  対策方法について、その他に実施したい内容がないか確認した。 

⑤  対策方法について、住宅に被害を与えない保証はできない旨を説明した。 

⑥  外水氾濫が発生した際は、原則避難誘導の指示に従うことの同意を得た。  
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付録 設計例一覧 
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CASE1 CASE2 CASE3 CASE4

想定最大規模0.5m～3m
計画規模0.5m～1.0m

想定最大規模0.5m～3m
計画規模0.5m～1.0m

想定最大規模～0.5m
計画規模～0.5m

想定最大規模～0.5m
計画規模～0.5m

市区町村のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞと建築主へのﾋｱﾘﾝｸﾞで
床上浸水（床上5cm～6cm）が確認できた

市区町村のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞと建築主へのﾋｱﾘﾝｸﾞで
床下浸水が確認できた

ﾂｰﾙで床下浸水の実績が確認できた 実績は確認できなかった

・標識（1.0m）があった
・川を渡らず避難場所へ退避可能を確認

・標識はなかった
・川を渡らず避難場所へ退避可能を確認

・標識（0.5m）があった
・川を渡らず避難場所へ退避可能を確認

・標識はなかった
・川を渡らず避難場所へ退避可能を確認

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟが区域内だったので「あり」 ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟが区域内だったので「あり」 ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟが区域内だったので「あり」 ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟが区域内だったので「あり」

基礎天は設計GL＋400mm 基礎天は設計GL＋400mm 基礎天は設計GL＋400mm 基礎天は設計GL＋400mm

想定最大規模：0.5m～3m、→ 区分4
計画規模：0.5m～1.0m→ 区分2

想定最大規模：0.5m～3m、→ 区分4
計画規模：0.5m～1.0m→ 区分2

想定最大規模：～0.5m → 区分1、2
計画規模：～0.5m → 区分1

想定最大規模：～0.5m → 区分1、2
計画規模：～0.5m → 区分1

浸水標識：1.0m→区分2
（現況GL+1.0m≒設計GL+1.0m）

標識無 浸水標識：0.5m→区分1、2 標識無

浸水想定区分2、浸水想定区分4 浸水想定区分2、浸水想定区分4 浸水想定区分1、浸水想定区分2 浸水想定区分1、浸水想定区分2

「埋め戻し土の流出」 「床下設置設備の水没」 なし なし

「住宅の浮き」 「住宅の浮き」 「住宅の浮き」 「ｷｯﾁﾝ水没」「住宅の浮き」

・ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟで浸水ﾘｽｸを共有した
・矩計図にﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの浸水深を描き
　想定浸水区分を示した
・各浸水深の想定被害状況を説明した

・ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟで浸水ﾘｽｸと家屋倒壊等
  氾濫区域内である旨を説明した
・矩計図にﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの浸水深を描き
　想定浸水区分を示した
・各浸水深の想定被害状況の説明をした

・ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟで浸水ﾘｽｸを共有した
・矩計図にﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの浸水深を描き
　想定浸水区分を示した
・各浸水深の想定被害状況を説明した

・ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟで浸水ﾘｽｸを共有した
・矩計図にﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの浸水深を描き
　想定浸水区分を示した
・各浸水深の想定被害状況を説明した

近隣の水害情報有無を再度ﾋｱﾘﾝｸﾞした
　→ 事前ﾋｱﾘﾝｸﾞと同じ

近隣の水害情報の有無を再度ﾋｱﾘﾝｸﾞした
　→ 事前ﾋｱﾘﾝｸﾞと同じ

近隣の水害情報の有無をﾋｱﾘﾝｸﾞした
　→建築主は認知していなかった
　　（実績の情報を共有）

近隣の水害情報の有無をﾋｱﾘﾝｸﾞした
　→水害の実績無（事前確認と同じ）

・導入費用は抑えたい
・費用がかかっても良いので
　十分な対策をしてほしい

・導入費用は抑えたい
・資金に余裕はあるが
  対応の必要性を感じない

・提案ﾌﾟﾗﾝに満足しているので
   ﾌﾟﾗﾝは変えないでほしい

・住宅は可能な限り広く、南側に広い庭がほしい
・高額な設備類は浸水させたくない

（特になし） ・浸水する可能性はほぼないので対応不要

区分2（想定浸水深1m）を
重点的に浸水対策する

住宅本体は区分1を、屋外設置機器は
区分2及び区分4を重点的に浸水対策する

区分1を重点的に浸水対策する 区分1を簡易的に浸水対策する

・保険に頼ることなく
　復旧ができるようにするため

・住宅本体を区分2で設計するとﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞに制限
　が生じること、水害実績から区分2以上の
　発生頻度は低いと考えたため

・区分1は保険の適用外となるため
・区分1は保険の適用外となるため
※当初は一切費用はかけたくないという
　要望があったが対策は許容された

区分2、設計GL+1.0m 建物：区分1、設備：区分2及び区分4 区分1 区分1

導入費用を抑えつつ、発生頻度が高いと
推定した想定浸水深1m（区分2）の対策をする

採用可能な限りの対策を組み合わせて
床下浸水への対策をする

導入費用を抑えつつ、火災保険の適用外となる
床下浸水への対策をする

少ない費用で採用できる範囲で
床下浸水への対策をする

基礎
盛土 ／ 高基礎 ／ 外構止水
（止水処理はﾃﾞﾌｫﾙﾄと仮定）

盛土 ／ 高基礎 ／ 外構止水
（止水処理はﾃﾞﾌｫﾙﾄと仮定）

盛土 ／ 高基礎、換気口ふさぎ
（止水処理はﾃﾞﾌｫﾙﾄと仮定）

換気口ふさぎ
（止水処理はﾃﾞﾌｫﾙﾄと仮定）

設備
屋外設備機器（給湯器など）高所設置
分電盤2階設置、ｺﾝｾﾝﾄ高所設置

屋外設備機器（給湯器等）高所設置
分電盤2階設置、ｺﾝｾﾝﾄ高所設置
蓄電池室内設置

屋外設備機器高所設置 ／ 架台嵩上げ（GL+500mm）
分電盤2階設置

屋外設備機器高所設置 ／ 架台嵩上げ（GL+500mm）
水回り設備上階設置、分電盤2階設置

開口
腰高窓をﾍﾞｰｽ（掃き出し窓は最小限）
開口部（掃き出し窓、玄関ﾄﾞｱ）は
止水板を設置可能に

腰高窓をﾍﾞｰｽ（掃き出し窓は最小限）
開口部（掃き出し窓、玄関ﾄﾞｱ）は
止水版を設置可能に

玄関ﾄﾞｱ、掃き出し窓、勝手口ﾄﾞｱに
止水板が設置可能に

玄関ﾄﾞｱ、掃き出し窓、勝手口ﾄﾞｱに
止水板が設置可能に

基礎

外構止水と盛土は費用が高額だが、
高基礎にすると高度斜線に抵触するため配置移動
（南側）が必要→費用面を優先し、高基礎を採用
（配置移動は建築主に許容された）

盛土、高基礎にすると高度斜線に抵触する
ため配置移動（南側）が必要
→ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞを優先し、外構止水を採用

高基礎は費用が高額だったため
盛土し設計GLを当初より50mm高く設定
換気口ふさぎ仕様を採用

床下浸水が保険適用外である旨を説明し
換気口ふさぎ仕様を採用

設備
初期費用が少額で済む架台嵩上げ
（GL+500mm）と分電盤2階設置を採用

初期費用が少額で済む架台嵩上げ
（GL+500mm）と分電盤2階設置を採用

開口 提案をそのまま採用 建築主の希望に合わせ、不採用

3
）

設
計

目
標

の
設

定

建築主へのﾋｱﾘﾝｸﾞ

提案の方針

採用例

設計例

提案例

2
）

浸
水

想
定

区
分

の
確

認
と

想
定

被
害

状
況

の
把

握

浸水想定区分を
決める

想定被害状況の把握
（設計ｼｰﾄの内容を確認）

1
）

建
築

地
に

お
け

る
浸

水
ﾘ
ｽ
ｸ
情

報
の

確
認

削除項目

追記項目

浸水想定区分

その他情報
から想定

区分

その他要望

復旧費用に
ついての見解

水害情報

建築主への説明

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
から想定

提案をそのまま採用提案をそのまま採用

現調

水害実績の調査

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの確認

設計目標の設定

具体的な対策

方針

区分

決定の理由

基礎天端高さ

浸水ﾘｽｸの有無



 

 

 

 

 

参考資料 1 先進的な取り組み事例 
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事例 1 一条工務店の耐水害住宅 

  水害に遭う恐れのある箇所を 4 つの危険ポイントである「浸水」「逆流」「水没」「浮力」に分類し、対

策を施しました。 

 

 

 

  
【耐水害箇所】 
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技術仕様の詳細は一条工務店ホームページをご覧ください。 

URL：https://www.ichijo.co.jp/lp/taisuigai/ 

  

https://www.ichijo.co.jp/lp/taisuigai/
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事例 2 スマートハイムシティ朝霞 

URL：https://www.sekisuiheim.com/safeandsound/asaka-lead-town/lead-town/development/index.html#always 

雨にも強い街 

公園及び複合商業施設の駐車場の地下には、雨水浸透施設を埋設。大雨の際ゆっくりと雨水を地中に

浸透させ、土地の浸水を防ぎます。 

ガーデンストリートの地下にある排水管は、口径の大きいものを使用。豪雨時に雨水を一時貯水し、

たまった雨水を少しずつ下水へ放流します。雨水の排水量をコントロールしつつ、自然環境に配慮して

います。 

 プラスチック雨水浸透槽 「クロスウェーブ」   大口径強化プラスチック複合管「エスロン RCP 」 

https://www.sekisuiheim.com/safeandsound/asaka-lead-town/lead-town/development/index.html#always


88 

 

 

 

 

 

 

参考資料 2 「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正 

      する法律」について（抜粋版） 
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「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」について（抜粋版） 

 近年、激甚化・頻発化する水災害に対応するため、流域全体の関係者が協働して取り組む「流

域治水」の実現を図る「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案」が 2021 年 5

月に成立した。法改正の概要については以下の通り。（国交省資料より）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

添付資料 1 浸水リスク情報チェックリスト 
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想定浸水深（　　　　　　　　　 　ｍ）

想定浸水深（　　　　　　　　　 　ｍ）

想定浸水深（　　　　　　　　 　　ｍ）

□ハザードマップポータルサイト（わがまちハザードマップ）

想定浸水深（　　　　　　　　 　　ｍ）

□ハザードマップポータルサイト（重ねるハザードマップ）

想定浸水深（　　　　　　　　 　　ｍ）

浸水リスク情報チェックリスト
　作成者：　　　　　　　　　　　　 　作成日(ハザードマップ確認日)：　　　　　　年　　　　月　　　　日

建築地情報

物　　件　　名

建　　築　　地

敷地(中央)付近
□確認可　（　 　　　　　　ｍ）

□確認不可

前面道路(中央)付近
□確認可　（　 　　　　　　ｍ）

□確認不可

□ハザードマップポータルサイト（重ねるハザードマップ）

□その他（行政HP・リンク先等）（　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

□洪水浸水想定区域（計画規模：旧凡例）

□ハザードマップポータルサイト（わがまちハザードマップ）

□その他（行政HP・リンク先等）（　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　）

□参考情報なし

□ハザードマップポータルサイト（重ねるハザードマップ）

旧
凡例

外水氾濫

家屋倒壊等
氾濫想定区域

氾濫流

河岸
侵食

出典 □その他（行政HP・リンク先等）（　　　　　　　　　            　　 　）

□参考情報なし

□家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）

□区域外（□整備済　□未整備）　□不明

□家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）

□区域外（□整備済　□未整備）　□不明

（※）想定区域外においても浸水が発生する場合や実際の浸水深と異なる場合があります。

備考

浸水リスク情報

出典（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

出典（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

出典（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

出典（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

浸水リスク

出典

高潮氾濫

出典
□その他（行政HP・リンク先等）（　　　　　　　　　            　　 　）

□参考情報なし

高潮

□高潮浸水想定区域（想定最大規模）

□参考情報なし

出典

標高

雨水出水
（内水）

□雨水出水（内水）浸水想定区域

□過去の浸水実績に係る記載（内容：　　　　　　　　　　　　　　　 　  ）

□区域外（□整備済　□未整備）　□不明

洪水
（計画規模）

現在
の

凡例

□洪水浸水想定区域（計画規模：現在の凡例）

□区域外（□整備済　□未整備）　□不明

洪水
（想定最大規模）

□洪水浸水想定区域（想定最大規模）

□区域外（□整備済　□未整備）　□不明

□区域外（□整備済　□未整備）　□不明

内水氾濫

□区域外（□整備済　□未整備）　□不明

□ハザードマップポータルサイト（わがまちハザードマップ）

水害の種類

その他



 

 

 

 

 

添付資料 2 浸水対策住宅設計シート 原紙 
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記入日

記入者
浸水対策住宅設計シート①　浸水リスク確認用

Ⅰ．浸水リスク情報の確認

　　①外水氾濫　　洪水（想定最大規模）　　　　浸水深（　　　　　　m）
□リスクなし

　　②外水氾濫　　洪水（計画規模）　　　　　　浸水深（　　　　　  m）

　　③内水氾濫　　雨水出水（内水）　　　　　　浸水深（　　   　　m） 左欄で浸水深が確認できない場合

　　④高潮　　　　　　　　　　　　　　　　　　浸水深（　　 　　　m）
□リスクあり

　　⑤家屋倒壊等氾濫区域（氾濫流／河岸侵食）　□ 区域内　　□ 区域外　

　　⑥その他（                      　）　　　浸水深（　　     　m） 左欄の最大浸水深　（　　　m）

Ⅱ．浸水想定区分の確認

矩計図に想定浸水深の位置に線を引いて区分を確認します 建築地の浸水想定区分

　　※１：復旧工事費用は過去の被災情報をもとにした概査であり、仕様、復旧工事内容の違いなどにより異なります。

Ⅲ．浸水想定区分に到達
したときに想定される

被害と復旧工事費用

各
部
位
の
想
定
さ
れ
る
被
害

【躯体】

【外装】

【内装】

【設備】

【その他】

区分5

区分4

区分3

区分2

区分1

区分

%

新築工事価格に対する

復旧工事費用の割合※1

KeikoSENBON
タイプライターテキスト
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記入日

記入者

1）

設計用浸水深に
至った場合の
浸水対策の

設計目標レベル

対策の
要否判断

　□対策必要
　
　□対策せず→終了

【判断理由を記入　/特に対策せずとした場合】

設計目標の設定

設計用浸水深

3） ヒアリング内容
※提示した情報に対する
　建築主の要望

要望②

要望①

情報②

情報①

情報③

浸水対策住宅設計シート②　設計目標設定用

参考
資料

建築主からヒアリングした
過去の水害情報等

2） 建築主に提示した情報

KeikoSENBON
タイプライターテキスト
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□万が一に備え避難場所を設ける
　　    （□小屋裏 　 □屋上        □選択なし）

□万が一に備え避難場所を設ける
　　    （□小屋裏 　 □屋上        □選択なし）

□浸水深が浅い場合
（区分1～2）

浸水対策住宅設計シート③　浸水対策検討用
記入日

記入者

屋外設備機器

全体方針

住宅本体、屋外設備機器の設計目標をプロットし、対策方針を確認する

設計目標

設計用浸水深／区分

設計用浸水深に対する
浸水対策の設計目標レベル

住宅本体

□屋外設備機器Wet

設計目標に対応した設計方針

□住宅本体Dry

□住宅本体で対応   　□外構で対応   　　□選択なし

□地盤嵩上げ       　□高基礎　         □ピロティ

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□浸水深が深い場合
（区分2～5）

□地盤嵩上げ　       □高基礎         　□ピロティ

□選択なし     □その他（　　　　                      　）

□住宅本体Wet

□浸水深より上に居住階を設ける
　　　　（□2階建て　 □3階建て　　 □選択なし）

□万が一に備え避難場所を設ける
　　　  （□小屋裏    □屋上        □選択なし）

□その他 ( 　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

□屋外設備機器Dry

□浸水深が浅い場合
（区分1～2）

□架台による嵩上げ　　□外構で対応　　　□選択なし

□地盤嵩上げで地盤上設置   □上階へ設置    □屋上へ設置

□その他（　                                  ）

□浸水深が深い場合
（区分2～5）

□地盤嵩上げで地盤上設置   □上階へ設置    □屋上へ設置

□選択なし   □その他（                             ）

部位 項目 具体的な対策方法

基礎

躯体

設備

外構

その他

□対策せず
　屋外設備機器は浸水した場合は基本的に設備機器を交換する

設計目標に対応した対策方法

外装

区分5

区分4

区分3

区分2

区分1

住宅本体

Dry Wet Dry Wet

屋外設備機器

区分5

区分4

区分3

区分2

区分1

住宅本体

Dry Wet Dry Wet

屋外設備機器

KeikoSENBON
タイプライターテキスト
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添付資料 3 設計シート① 浸水区分別基準シート 

 

（リスクなし） 

（区分１） 

（区分２） 

（区分３） 

（区分４） 

（区分５） 
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記入日

記入者

□リスクあり
　　⑤家屋倒壊等氾濫区域（氾濫流／河岸侵食）　□ 区域内　　□ 区域外　

　　⑥その他（                      　）　　　浸水深（　　     　m） 左欄の最大浸水深　（　　　m）

浸水対策住宅設計シート①　浸水リスク確認用

Ⅰ．浸水リスク情報の確認

　　①外水氾濫　　洪水（想定最大規模）　　　　浸水深（　　　　　　m）
■リスクなし

　　②外水氾濫　　洪水（計画規模）　　　　　　浸水深（　　　　　  m）

　　③内水氾濫　　雨水出水（内水）　　　　　　浸水深（　　   　　m） 左欄で浸水深が確認できない場合

　　④高潮　　　　　　　　　　　　　　　　　　浸水深（　　 　　　m）

Ⅱ．浸水想定区分の確認

矩計図に想定浸水深の位置に線を引いて区分を確認します 建築地の浸水想定区分

　　※１：復旧工事費用は過去の被災情報をもとにした概査であり、仕様、復旧工事内容の違いなどにより異なります。

Ⅲ．浸水想定区分に到達
したときに想定される

被害と復旧工事費用

各
部
位
の
想
定
さ
れ
る
被
害

【躯体】

【外装】

【内装】

【設備】

【その他】

区分5

区分4

区分3

区分2

区分1

区分

%

新築工事価格に対する

復旧工事費用の割合※1
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記入日

記入者
浸水対策住宅設計シート①　浸水リスク確認用

Ⅰ．浸水リスク情報の確認

　　①外水氾濫　　洪水（想定最大規模）　　　　浸水深（　　　　　　m）
□リスクなし

　　②外水氾濫　　洪水（計画規模）　　　　　　浸水深（　　　　　  m）

　　③内水氾濫　　雨水出水（内水）　　　　　　浸水深（　　   　　m） 左欄で浸水深が確認できない場合

　　④高潮　　　　　　　　　　　　　　　　　　浸水深（　　 　　　m）
■リスクあり

　　⑤家屋倒壊等氾濫区域（氾濫流／河岸侵食）　□ 区域内　　□ 区域外　

　　⑥その他（                      　）　　　浸水深（　　     　m） 左欄の最大浸水深　（　　　m）

Ⅱ．浸水想定区分の確認

矩計図に想定浸水深の位置に線を引いて区分を確認します 建築地の浸水想定区分

　・特になし

【外装】

  ・特になし

【内装】

  ・特になし

【その他】

【設備】

　・屋外設置設備（給湯機、ｴｱｺﾝ室外機等）の浸水・不具合

　・配管逆流、詰まり

　　※１：復旧工事費用は過去の被災情報をもとにした概査であり、仕様、復旧工事内容の違いなどにより異なります。

Ⅲ．浸水想定区分に到達
したときに想定される

被害と復旧工事費用

各
部
位
の
想
定
さ
れ
る
被
害

【躯体】

　・床下、玄関土間に汚泥の流入→清掃、洗浄、消毒

区分5

区分4

区分3

区分2

区分1

区分

1% 程度

新築工事価格に対する

復旧工事費用の割合※1

1
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記入日

記入者
浸水対策住宅設計シート①　浸水リスク確認用

Ⅰ．浸水リスク情報の確認

　　①外水氾濫　　洪水（想定最大規模）　　　　浸水深（　　　　　　m）
□リスクなし

　　②外水氾濫　　洪水（計画規模）　　　　　　浸水深（　　　　　  m）

　　③内水氾濫　　雨水出水（内水）　　　　　　浸水深（　　   　　m） 左欄で浸水深が確認できない場合

　　④高潮　　　　　　　　　　　　　　　　　　浸水深（　　 　　　m）
■リスクあり

　　⑤家屋倒壊等氾濫区域（氾濫流／河岸侵食）　□ 区域内　　□ 区域外　

　　⑥その他（                      　）　　　浸水深（　　     　m） 左欄の最大浸水深　（　　　m）

Ⅱ．浸水想定区分の確認

矩計図に想定浸水深の位置に線を引いて区分を確認します 建築地の浸水想定区分

【外装】

  ・外装部材の汚れ

【内装】

  ・1階床断熱材、下地、仕上げ材の水没・汚れ

　・1階壁下部の浸水・汚れ

　・1階建具の浸水・汚れ

【設備】

　・1階設置のキッチン、風呂、トイレ等、屋内設備機器の浸水・不具合

　・1階電気コンセント

　・屋外設置設備（エアコン室外機、給湯器など）の浸水・不具合

　・配管逆流、詰まり・不具合

【その他】

　　※１：復旧工事費用は過去の被災情報をもとにした概査であり、仕様、復旧工事内容の違いなどにより異なります。

Ⅲ．浸水想定区分に到達
したときに想定される

被害と復旧工事費用

各
部
位
の
想
定
さ
れ
る
被
害

【躯体】

　・床下、玄関土間に汚泥の流入→清掃、洗浄、消毒

　・土台、1階柱・耐力壁の濡れ

　・金物類の錆

　・浸水深によっては住宅の浮き

　　　　　　　　（住宅本体で浸水を防ぐ対策を取ったとき）

　・外構の浸水・汚れ

区分5

区分4

区分3

区分2

区分1

区分

30～50%

新築工事価格に対する

復旧工事費用の割合※1

2
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記入日

記入者
浸水対策住宅設計シート①　浸水リスク確認用

Ⅰ．浸水リスク情報の確認

　　①外水氾濫　　洪水（想定最大規模）　　　　浸水深（　　　　　　m）
□リスクなし

　　②外水氾濫　　洪水（計画規模）　　　　　　浸水深（　　　　　  m）

　　③内水氾濫　　雨水出水（内水）　　　　　　浸水深（　　   　　m） 左欄で浸水深が確認できない場合

　　④高潮　　　　　　　　　　　　　　　　　　浸水深（　　 　　　m）
■リスクあり

　　⑤家屋倒壊等氾濫区域（氾濫流／河岸侵食）　□ 区域内　　□ 区域外　

　　⑥その他（                      　）　　　浸水深（　　     　m） 左欄の最大浸水深　（　　　m）

Ⅱ．浸水想定区分の確認

矩計図に想定浸水深の位置に線を引いて区分を確認します 建築地の浸水想定区分

　・外構の水没・汚れ

【外装】

  ・1階外装部材の汚れ

　・1階窓ガラスの割れ・汚れ

【内装】

  ・1階床断熱材、下地、仕上げ材の水没・汚れ

　・1階壁断熱材、下地、仕上げ材の浸水・汚れ

　・1階建具の浸水・汚れ

　・1階電気コンセント、スイッチ、分電盤の浸水・不具合

　・配管逆流、詰まり

【その他】

【設備】

　・1階設置のキッチン、風呂、トイレ等、屋内設備機器の水没・不具合

　・屋外設置設備（エアコン室外機、給湯器など）の水没・不具合

　　※１：復旧工事費用は過去の被災情報をもとにした概査であり、仕様、復旧工事内容の違いなどにより異なります。

Ⅲ．浸水想定区分に到達
したときに想定される

被害と復旧工事費用

各
部
位
の
想
定
さ
れ
る
被
害

【躯体】

　・床下、玄関土間に汚泥の流入→清掃、洗浄、消毒

　・土台、1階柱・耐力壁の濡れ

　・金物類の錆

　・住宅の浮き（住宅本体で浸水を防ぐ対策を取ったとき）

　・住宅の浮きが生じた場合、復旧工事費は100％になることがある

区分5

区分4

区分3

区分2

区分1

区分

40～70%

新築工事価格に対する

復旧工事費用の割合※1

3
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記入日

記入者
浸水対策住宅設計シート①　浸水リスク確認用

Ⅰ．浸水リスク情報の確認

　　①外水氾濫　　洪水（想定最大規模）　　　　浸水深（　　　　　　m）
□リスクなし

　　②外水氾濫　　洪水（計画規模）　　　　　　浸水深（　　　　　  m）

　　③内水氾濫　　雨水出水（内水）　　　　　　浸水深（　　   　　m） 左欄で浸水深が確認できない場合

　　④高潮　　　　　　　　　　　　　　　　　　浸水深（　　 　　　m）
■リスクあり

　　⑤家屋倒壊等氾濫区域（氾濫流／河岸侵食）　□ 区域内　　□ 区域外　

　　⑥その他（                      　）　　　浸水深（　　     　m） 左欄の最大浸水深　（　　　m）

Ⅱ．浸水想定区分の確認

矩計図に想定浸水深の位置に線を引いて区分を確認します 建築地の浸水想定区分

　・外構の水没・損傷・汚れ

　・1階天井の水没

【外装】

  ・1階外装部材の水没・汚れ

　・1階窓ガラスの割れ・汚れ

【内装】

  ・1階床断熱材、下地、仕上げ材の水没・汚れ

　・1階壁断熱材、下地、仕上げ材の浸水・汚れ

　・1階建具の浸水・汚れ

　・1階電気コンセント、スイッチ、分電盤の浸水・不具合

　・配管逆流、詰まり

　・1階天井裏の設備機器・電気配線類の浸水・不具合

【その他】

【設備】

　・1階設置のキッチン、風呂、トイレ等、屋内設備機器の水没・不具合

　・屋外設置設備（エアコン室外機、給湯器など）の水没・不具合

　　※１：復旧工事費用は過去の被災情報をもとにした概査であり、仕様、復旧工事内容の違いなどにより異なります。

Ⅲ．浸水想定区分に到達
したときに想定される

被害と復旧工事費用

各
部
位
の
想
定
さ
れ
る
被
害

【躯体】

　・床下、玄関土間に汚泥の流入→清掃、洗浄、消毒

　・土台、1階柱・耐力壁の水没

　・金物類の錆

　・住宅の浮き（住宅本体で浸水を防ぐ対策を取ったとき）

　・住宅の浮きが生じた場合、復旧工事費は100％になることがある

区分5

区分4

区分3

区分2

区分1

区分

50～80%

新築工事価格に対する

復旧工事費用の割合※1

4
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記入日

記入者
浸水対策住宅設計シート①　浸水リスク確認用

Ⅰ．浸水リスク情報の確認

　　①外水氾濫　　洪水（想定最大規模）　　　　浸水深（　　　　　　m）
□リスクなし

　　②外水氾濫　　洪水（計画規模）　　　　　　浸水深（　　　　　  m）

　　③内水氾濫　　雨水出水（内水）　　　　　　浸水深（　　   　　m） 左欄で浸水深が確認できない場合

　　④高潮　　　　　　　　　　　　　　　　　　浸水深（　　 　　　m）
■リスクあり

　　⑤家屋倒壊等氾濫区域（氾濫流／河岸侵食）　□ 区域内　　□ 区域外　

　　⑥その他（                      　）　　　浸水深（　　     　m） 左欄の最大浸水深　（　　　m）

Ⅱ．浸水想定区分の確認

矩計図に想定浸水深の位置に線を引いて区分を確認します 建築地の浸水想定区分

　・外構の水没・損傷・汚れ

　・1階天井の水没

【外装】

  ・1、2階外装部材の浸水、汚れ、破損

　・1階窓ガラスの割れ・汚れ

　・1階下屋の浸水、汚れ、軒天・屋根ふき材の破損

【内装】

  ・1,2階床断熱材、下地、仕上げ材の水没・汚れ

　・1,2階壁断熱材、下地、仕上げ材の浸水・汚れ

　・1,2階建具の浸水・汚れ

　・1,2階電気コンセント、スイッチ、分電盤の浸水・不具合

　・配管逆流、詰まり

　・1階天井裏の設備機器・電気配線類の浸水・不具合

【その他】

【設備】

　・1,2階設置のキッチン、風呂、トイレ等、屋内設備機器の水没・不具合

　・屋外設置設備（エアコン室外機、給湯器など）の水没・不具合

　　※１：復旧工事費用は過去の被災情報をもとにした概査であり、仕様、復旧工事内容の違いなどにより異なります。

Ⅲ．浸水想定区分に到達
したときに想定される

被害と復旧工事費用

各
部
位
の
想
定
さ
れ
る
被
害

【躯体】

　・床下、玄関土間に汚泥の流入→清掃、洗浄、消毒

　・土台、1階柱・耐力壁の水没

　・金物類の錆

　・住宅の浮き（住宅本体で浸水を防ぐ対策を取ったとき）

　・住宅の浮きが生じた場合、復旧工事費は100％になることがある

区分5

区分4

区分3

区分2

区分1

区分

60～80%

新築工事価格に対する

復旧工事費用の割合※1

5
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添付資料 4 対策方法一覧表と解説資料 
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1)浸水想定区分別の浸水対策方法一覧表 
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■浸水対策区分別の浸水対策方法一覧表

解説資料

番号 1 2 3 4 5 ① ② ③

区分１ Dry 基礎 盛土 敷地全体を嵩上げ（盛土）する 101 〇 〇 〇 〇 〇

1階床下 高基礎 高基礎にする 102 〇 〇 〇 〇

べた基礎 べた基礎のスラブと立ち上がりを一体打ちする 103 〇 〇 〇

スラブ、立ち上がり部を分けて施工する場合は、打ち継ぎ部
に止水対策を行う

103 〇 〇 〇

換気口 換気口等を無くす・ふさぐ 104 〇 〇 〇 〇

配管部分 配管周りをシーリングする 105 〇 〇 〇 〇 〇

外装 窓 開口部に止水シート、止水板を設置する 106 〇 〇 〇 〇 〇

設備 配管 下水からの逆流を防ぐため、逆流防止弁を設置する 107 〇 〇 〇 〇 〇

電気 内部、外部の電源コンセントの設置位置を高くする 108 〇 〇 〇 〇

浴槽
機能部品の電源ボックス等の壁掛け設置可能な機器を採用す
る（ジェット等の機能商品の採用を推奨しない）

109 〇 〇 〇 〇

給湯機器他
屋外の給湯器、室外機等の住宅部品の基礎又は架台による嵩
上げを行う

110 〇 〇

屋外の給湯器、室外機等の住宅部品を壁付けタイプで設置す
る

111 〇 〇 〇

給湯機器他　蓄電池等の設備を２階に設置する 112 〇 〇 〇 〇 〇

屋外収納 止水板付きシャッターを使用する 113 〇 〇 〇 〇

外構 塀等 浸水防止可能な塀、建物周りを止水板等で囲う 114 〇 〇 〇 〇 〇

プラン ― 1階部分をピロティとする 115 〇 〇 〇 〇 〇

Wet 基礎 排水
排水や清掃がしやすくなる措置として、専用スリーブを設け
る（普段は「栓」をしておく）

116 〇 〇 〇

基礎土間面に勾配を設ける 117 〇 〇 〇

内装 床下点検口 床下点検口を設置する（床下復旧作業の効率化） 118 〇 〇 〇 〇

設備 電気
電気を使う機器は照明等とは別の独立回線にし１階、２階の
ブレーカを分ける

119 〇 〇 〇 〇

給湯機器他 転倒防止措置を行う 120 〇 〇 〇 〇

区分２ Dry 躯体 床・壁 耐水性の高い壁（1階RC造）を採用する 201 〇 〇 〇 〇 〇

GL +1.5m プラン ― 玄関以外の窓を腰窓以上の高さの窓を採用する 202 〇 〇 〇

2階玄関とする 203 〇 〇 〇 〇

Wet 躯体 床・壁下地 床及び下地材は後張り工法とする 204 〇 〇

内装 床仕上げ 無垢材を使用する 205 〇 〇 〇 〇

設備 電気 屋内コンセントを高所配置にする 206 〇 〇 〇

配線を電線管の中に通しておく 207 〇 〇 〇

プラン 継続居住
居住空間や水廻り(台所、風呂、トイレ)の2階設置により被害
を防止し、継続居住を可能とする

208 〇 〇 〇 〇 〇 〇

区分３ Wet 躯体 基礎接合 基礎との接合を強化する（浮力による浮き上がり防止） 301 〇 〇 〇

1階天井下 プラン 継続居住 2階建て以上（平屋は推奨しない）とする 302 〇 〇 〇 〇 〇

区分４ Wet プラン 垂直避難
2階の開口部やバルコニー等からの脱出（避難）経路を確保す
る

401 〇 〇 〇 〇 〇

2階床下
ヘリでの救助が可能なようなバルコニー、屋根の設置やタ
ラップ取り付け等をする

401 〇 〇 〇 〇 〇

区分５ Wet プラン 垂直避難 陸屋根　（避難場所確保)とする 501 〇 〇 〇 〇 〇

2階床上 小屋裏空間（脱出用窓確保）を設ける 501 〇 〇 〇 〇 〇

トップライト（屋根への脱出用窓）を設ける 502 〇 〇 〇 〇 〇 〇

3階建て以上とする 501 〇 〇 〇 〇 〇

①住宅内への浸水を防ぐ。

②浸水が防げない場合は、被害軽減、被災後の早期復旧及び継続使用を可能にする。

③命を守るために住宅外への避難が最優先であるが、住宅内での避難も考慮する。

※本手引きでの浸水対策の方針

浸水対策の方針
との対応（※） 既存住宅

への対応

有効な浸水想定区分

Dry：浸水を防ぐための対策　　Wet：浸水した場合の被害を軽減する対策

浸水想定区分 対策種別 部位 項目 具体的な浸水対策
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2)解説資料 
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住宅の浸水対策ガイドライン作成のための勉強会（2021年度） 

― 役割・50音順（所属先） ― 

 
 
 
座長  高岸 毅 積水ハウス株式会社 

商品開発部 商品技術開発室長 

委員  高木 淳一郎 積水ハウス株式会社 
    渉外部 部長 

委員  高橋 香織 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 

技術部＜2021年 3月迄＞ 
 

 
 
■作業グループ１ 

リーダー 菅 将憲 大和ハウス工業株式会社 

    総合技術研究所 建築技術研究部 工法研究グループ 主任研究員 

委員  逢坂 達男 住友林業株式会社 
    住宅・建築事業本部 技術商品開発部 技師長 

委員  鴛淵 正憲 住友林業株式会社 
渉外室 シニアマネージャー（住宅・建築事業本部 設計推進部 兼務） 

委員  渡辺 真志 大和ハウス工業株式会社 

経営管理本部 渉外部 課長 

委員  奥澤 麻利子 大和ハウス工業株式会社 
    総合技術研究所 建築技術研究部 工法研究グループ 研究員 

委員  新井 良昭 トヨタホーム株式会社 
  商品開発部 部長 

委員  小川 祥 トヨタホーム株式会社 

商品開発部 商品設計室 室長 

委員  鈴木 秀年 トヨタホーム株式会社 
渉外室 主幹 兼 商品開発部 技術管理グループ 主幹 

委員  星島 昭治 パナソニック ホームズ株式会社 
技術部 技術管理課 

委員  花森 剛 パナソニック ホームズ株式会社 
R&Dセンター 戦略企画室 室長 

委員  山下 大樹 パナソニック ホームズ株式会社 
R&Dセンター 戦略企画室 

 
 
 
 
 
 



■作業グループ２ 

リーダー 東田 豊彦 積水ハウス株式会社 

総合住宅研究所 構造研究開発グループ 部長 

委員  三浦 夏美 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 
技術部＜2021年 4月～＞ 

委員  川上 訓永 積水ハウス株式会社 
渉外部 主任 

委員  鴇田 智美 積水ハウス株式会社 

    渉外部 

委員  二宮 正志 株式会社にのみや工務店／ 会長 
JBN理事 兼 「災害住宅対応研究委員会担当理事」  

委員  大野 智廣 パナソニック株式会社ライフソリューションズ社 
情報渉外部 業界推進課 担当 

委員  西澤 哲郎 ミサワホーム株式会社 

    技術部 認定管理課 

委員  秋元 茂 ミサワホーム株式会社 
技術部 担当部長 

委員  石塚 禎幸 ミサワホーム株式会社 
商品開発部 部長 

委員  福田 真人 ミサワホーム株式会社 

技術部 耐久技術課 

委員  青山 浩 三井ホーム株式会社 
設計推進部 営業設計グループ 

委員  今福 昌克 三井ホーム株式会社 
技術研究所 研究開発グループ マネージャー 

委員  倉部 豊弘 三井ホーム株式会社 

技術研究所 研究開発グループ 

委員  森山 陽水 株式会社ＬＩＸＩＬ 
渉外部 渉外グループリーダー 

作業メンバー 有本 浩治 積水ハウス株式会社 
商品開発部 商品技術開発室 部長 

作業メンバー 有坂 太志 ミサワホーム株式会社 
  技術部 耐久技術課 

作業メンバー 後藤 伸希  ミサワホーム株式会社 
商品開発部 部品開発一課 課長 

作業メンバー 荒木 一 ミサワホーム株式会社 
    商品開発部 部品開発二課 

作業メンバー 中村 覚 一般社団法人 リビングアメニティ協会 

  事務局長 
 



■作業グループ３ 

リーダー 渡辺 直哉 旭化成ホームズ株式会社 

    技術渉外部 担当部長 

委員  杉原 敦 旭化成ホームズ株式会社 
技術渉外部 技術顧問 

委員  山田 浩光  旭化成ホームズ株式会社 
技術本部 

委員  藤戸 咲希  旭化成ホームズ株式会社 

技術渉外部 

委員  池田 浩和 岡庭建設株式会社／ 専務取締役 
JBN理事 兼 「情報調査委員会 委員長」 

委員  岩城 邦祐 積水化学工業株式会社 
住宅カンパニー 広報・渉外部 渉外担当部長 

委員  平井 希一 積水化学工業株式会社 

住宅カンパニー 開発統括部 住宅技術研究所 

委員  田島 槇子 一般社団法人 全国住宅産業協会 
事業第 4課長 

委員  市島 剛司 株式会社東栄住宅 
生産本部生産管理部 品質安全管理課 課長 

委員  松原 俊二 株式会社細田工務店 

設計部 技術開発課 専門役 

委員   中藤 栄顕 ポラス株式会社 
経営企画部 秘書室 室長 

オブザーバー 小貫 陽平 旭化成ホームズ株式会社 
技術本部 

オブザーバー 前川 敏晴 旭化成ホームズ株式会社 

  住宅総合技術研究所 

 

 

― 以 上 ― 
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